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参考資料１ 



午後 ４時００分 開会 

○住座長 それでは、時間になりましたので、第２回ワーキンググループを始めたいと思いま

す。 

 本当にお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、まず出席者と資料の確認を行いたいと思います。 

 事務局、よろしくお願いします。 

○岩崎参事官 それでは、こちらから説明させていただきます。 

 本日は構成員の総数９名のうち全員出席していただいております。どうもありがとうござい

ます。 

 総合科学技術会議議員からは久間議員にご出席いただいております。 

 また、まだ一部到着しておりませんが、関係府省からは、文科省、農水省、環境省の関係課

室長にご出席いただく予定になっております。 

 次に、配付資料の確認をさせていただきます。 

 資料一覧は議事次第の裏、次のページについてございますが、座席表と名簿のほかに、資料

１、環境分野における第４期科学技術基本計画レビューの状況について、資料１に関連しまし

て資料１の別紙１、別紙２がついております。 

 それから、資料２－１でございますけれども、環境分野における今後取り組むべき課題につ

いてということで、資料２－２は先生方からいただいたこの課題についてのご意見について、

事務局のほうで議論のたたき台ということでまとめさせていただいたものがついております。 

 それから、資料３－１でございますけれども、環境分野における平成26年度アクションプラ

ンの特定施策のレビューの進め方についてということでございまして、３－２から３、４とま

っておりますのが担当の省庁からのプレゼン関連資料でございます。 

 参考資料といたしまして、後ろに第１回環境ワーキンググループの議事録、それから環境ワ

ーキングが担当する範囲、それから２月14日総合科学技術会議本会議で提出されました有識者

議員ペーパーを添付しております。 

 なお、先ほど申し忘れましたけれども、資料１の別紙１、それから別紙２につきましては、

今作成中ということもございまして、構成員限りとさせていただいております。 

 それから、これも申し忘れて申しわけございませんが、資料３－２から４の各省のプレゼン

関連資料に関しましては、構成員と説明者に限り配付しております。こちらの資料は会議終了

後、持ち帰っていただいて構いませんが、取扱注意でどうぞよろしくお願いいたします。 
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 前回議事録につきましては、構成員の皆様にご確認いただいておりますので、これをもって

公開とさせていただきたいと考えております。 

 また、前回と同様に机上の青いドッチファイルに第４期の科学技術基本計画、それから科学

技術イノベーション総合戦略、アクションプランの関連資料等々をここに置いておりますので、

会議に進行上、ご参考にごらんいただければと存じます。 

 過不足等ございましたら、事務局までお知らせいただければと存じます。 

○住座長 それでは、議題に移りたいと思います。 

 議題１は第４期科学技術基本計画レビューにかかわる評価についてということでございます。 

 まず、一部調査会社に委託して実施しておりますので、その取りまとめ状況について事務局

から説明をお願いいたします。 

○岩崎参事官 それでは、時間もございませんので、なるべく簡潔に説明をしたいと思います。 

 資料といたしましては、資料１と書いてありますパワーポイント横向きの資料でございます。 

 ページをめくっていただいたところに、環境分野の調査概要、レビューのねらいというのが

最初に書いてございます。このレビューのねらいというのは、各協議会あるいは各ワーキング

に共通のねらいでございますけれども、第４期科学技術基本計画及び科学技術イノベーション

総合戦略に掲げた技術の進捗状況を適切に把握すると、技術の進歩や現在の社会状況を考慮し、

今後取り組むべき課題・事項を検討するということでございます。 

 現在のレビュー状況はこれから説明していきますけれども、①基本計画の課題領域に該当す

る対象分野を調査して、②として選定した対象技術分野ごとに実施状況を調査するための評価

指標の検討及び技術の現状等を調査したと、これが別紙１の技術レビューシートということに

なっております。③といたしまして、基本計画に明示された個別の課題ごとに国が実施した取

り組みを調査したと、これを取りまとめたものが別紙２の施策進捗シートというものになって

ございます。 

 ページをめくっていただきまして、第４期科学技術基本計画レビューの環境ワーキングの所

掌部分ということで抜き書きした表でございます。 

 この表の左側が第４期科学技術基本計画の課題領域として書いたもので、右側は基本計画の

中に例示されている個別の課題というのが①から⑭まで記載されております。この表の補足説

明として、その次のページをごらんいただきたいんですけれども、このページ以降が第４期科

学技術基本計画の該当部分を抜粋したものになってございます。第４期科学技術基本計画は本

文49ページにわたるものでございますけれども、この中の赤く記したところが環境ワーキング
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で見るところということでございます。 

 この３ページ目のところ、基本計画２章の「将来にわたる持続的な成長と社会の発展の実

現」、それの３．グリーンイノベーションというところの重要課題達成のための施策、ⅲ）社

会インフラのグリーン化、基本計画の12ページにこのように記載されております。ここに①か

ら⑧までありますが、この丸数字はもちろん基本計画には書いていなく、こちらで各個別課題

として便宜上つけた数字でございます。 

 それから、その下、本文の13ページに推進のためのシステム改革、技術等成果の海外展開促

進の部分がございまして、ここに⑨として気候変動対応に関する技術移転とシステム改革とい

う文章があり、これをレビューしていこうということでございます。 

 次のページをめくっていただいて、基本計画の３章部分「我が国が直面する重要課題への対

応」、その中の２．重要課題達成のための施策の推進。この中で、四角で囲んでありますよう

に、⑩として大気、水、土壌における環境汚染物質の有害性やリスクの評価、その管理及び対

策という文章が書いてあります。 

 ここで赤く色をつけていないところは、それぞれほかの協議会あるいはワーキングで検討す

る所掌になっているということでございます。 

 それから、その下のところですけれども、⑪、⑫ということで資源の効率的、循環的な利用、

あるいは廃棄物の抑制や適正管理、再利用と記載されております。 

 それから、最後になりますけれども、地球規模問題への対応促進ということで、ここでは⑬

生態系に関する調査や観測、それから⑭では循環的な利用ということで書いてあります。 

  

 説明を進めさせていただいて、資料１の５ページでございますけれども、①から⑭まで個別

課題ごとに国でやっております主な施策の取り組みを調査いたしました結果をここに示してご

ざいます。 

 ５ページ、それから６ページ、７ページというところで、14の個別課題についてこのように

一覧表にまとめさせていただいております。これにつきましては、後ほどご説明いたしますが、

資料１の別紙２に中身が詳しく書いてございます。 

 その次のページ、８ページをごらんいただきたいと存じます。 

 基本計画レビューの状況についてでございます。第４期基本計画の課題領域、環境ワーキン

グで見るべき部分を調査しますよということが最初のポツで、２番目のポツでは、網羅性を確

認するために、漏れなく、ダブりなくという観点から、分野を大分類、中分類、小分類と一旦
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体系的に分類、整理したところでございます。それを先生方からご意見をいただきまして、修

正いたしましたのが資料の別紙１ということです。 

 それから、資料をめくっていただいて、９ページでは選定しました対象技術分野、ここでは

個別課題が例として高度水処理技術を含む総合水資源管理システムとございますけれども、こ

の中の対象技術ということで、例えば膜技術というのでまとめたときの例を示してございます

けれども、①評価指標は技術体系の粒度を考慮して共通的な指標を設定する、この例では中分

類で設定しましたよということが吹き出しに書いてあります。 

 先生方に最初にお見せしていたときには、この大分類、中分類、小分類というのを非常に細

かく書いたものでお見せしていたんですけれども、これをある程度まとめて考えていきたいと

いうことで、今回の資料になってございます。 

 それから、吹き出しの②でございますが、社会的観点と技術的観点からの評価指標を検討す

る。③でございますが、評価指標はロードマップ等文献や構成員の先生方へのヒアリングをも

とに設定していっているということ。それから、④ですけれども、指標値の推移の解説や定性

的な事項、なかなか定量的なものは環境の分野では難しいので、定性的な事項等についてはこ

の「技術の現状・課題解決状況」の欄に記載ということをしてございます。 

 次のページをめくっていただいて、以上のようなことから、課題領域の評価指標を設定して、

例えばということでこちらで挙げたものでございますが、このようになってございます。今の

水分野のところであれば導入率や処理水当たりのエネルギー消費量、有害な化学物質の除去率

でございます。 

 きょう午前中に形式上ではございますが、上位の委員会でありますエネルギー戦略協議会が

開催されたのですけれども、そこでもなるべく大局的あるいは俯瞰的に技術を評価できる指標

を設定すべしという議論になってございますので、環境ワーキングについてもなるべくそのよ

うな観点になるように、大きな指標ということで考えたところでございます。 

 引き続きまして、次のページをごらんいただきたいんですけれども、評価進捗シート作成の

状況についてご説明差し上げます。これは資料１の別紙２のＡ３の大きな紙でございますけれ

ども、各分野の個別課題に該当する施策につきまして、ここに記載しているということでござ

います。吹き出しにありますように、概要や目標、進捗を整理して記載しております。一番右

側が両方ともカラムがあいているんですけれども、施策による貢献と関係する指標と、今後特

に留意すべき事項ということにつきまして、後ほど改めて事務局のほうからご連絡を差し上げ

ますけれども、ご意見をぜひいただきたいと考えております。 
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 関係する指標ということに関しましては、現在指標値はなくても、今後フォローしていくと

きのためには重要で、今は数値がないけれども、はかっていかなければいけない、あるいは見

ていかなければいけないという指標があればご意見をいただきたいということで考えておりま

す。 

 話が前後してしまいましたけれども、今後の取りまとめの方針といたしましては、これまで

の調査結果をもとに、基本計画において明示された技術について、技術の進捗に対して施策が

貢献したことと今後取り組むべき課題というのを検討していきたいというように考えておりま

す。 

 後ほど提出いただきましたコメントをもとに、あるいは本日いただきましたご意見をもとに

これらを整理いたしまして、第４期科学技術基本計画のレビューとして鋭意取りまとめていき

たいとして考えております。 

 以上です。 

○住座長 どうもありがとうございました。基本的に資料１の別紙２の今後特に留意すべき事

項というところに皆さんのご意見が反映される形になるだろうと思います。一応第４期で①か

ら⑭が選ばれておりますので、この枠は考えて、今言ったようなことで進めたいということで

す。それに関してなにかあれば。 

 では、沖さん。 

○沖構成員 個別のコメントの前に、①の高度水処理技術を含む総合水資源管理システムとい

うのが、施策が特になしとなっていますが、これは内局予算だけを対象とするということでこ

うなったのではないかと察するのですが、非常にトップダウンのプロジェクト、ＦＩＲＳＴの

中で、メガトン・ウォーターの詳細の分では、資料１別紙１では随所に引かれているのですが、

非常に実証的な研究なものですから、必ずしも最終評価はご本人たちの思ったとおりにならな

かったようにも思いますが、私はきちんと個別課題として位置づけたほうがいいのではないか

と思うんですが、いかがでしょうか。 

○岩崎参事官 ありがとうございます。とりあえず今回は関係の各省に聞き取りさせていただ

いた結果を挙げておりますので、これからそういったものをここに入れて、それでよいかどう

かを調整していって、ここに記載していきたいと考えております。 

○久間議員 今のは非常に重要なことで、ここに書いてあるのはあくまでもアクションプラン

ですよね。それで、今、沖先生がおっしゃったように、ほかのプログラムでやっていることが

全然書いていないんですね。それで、この環境に関するものばかりではなくて、エネルギーも、
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それからインフラも、全部いろいろな省庁がばらばらにやっていまして、その全体を俯瞰して

見ているのがないんですよね、恐ろしいことに。それをやらなくちゃいけないんですけれども

ね。だから、そういう非常に大きなプロジェクトでわかっているものは、この中に同じように

書くのではなくて、例えばこれはＦＩＲＳＴでやっているよというような、コメントつきでこ

れを埋めていくというのは非常に重要なことだと思うんです。特に大きな費用、多額な費用、

それから重要なプロジェクト、こういうものはわかる範囲で入れていくべきだと思います。ど

うもありがとうございます。 

○住座長 そのほか。では、森口さん。 

○森口構成員 うちはこの環境ワーキンググループ以外に、今総合科学技術会議の類似のこの

ようなレビューにかかわらせていただいているんですが、そこで各省から出てきた施策の進捗

状況の説明と、あと資料１別紙２にまとめていただいていることに、両方に共通することで少

し気づいたことがありますので申し上げたいんですけれども、今、久間議員がおっしゃったと

おり、ばらばらで全体がなかなか俯瞰しにくい、だからこそここがあるんだと思うんですけれ

ども、一方で各省から出てくるものが、非常に全体を言っているがゆえに、もともとここで求

めたものが本当に出てきているのだろうかというのが、ちょっと気になるところがあるわけで

す。 

 例えば資料１の別紙２で、私の担当分野になるんですが、②の資源再生技術というのがあり

まして、これに対して環境省から環境研究総合推進費というのがその施策ですと書かれている

と。その進捗の頭を見ますと、温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究や黄砂等の飛来

予測モデルの精度向上という文章がありまして、これは確かに環境研究総合推進費のハイライ

トだと思うのですが、この資源再生技術という分野に合っているんだろうかと。つまり資源再

生技術に関してこの推進費というのを登録して、恐らく推進費の一部だと思うんです。ところ

が、ここに書かれるときには推進費全体としてのハイライトのどこかの文章を切り貼りされた

のではないかなと思っておりまして、ちょっとこういうレビューが各省でいささか形式的にな

っているのではないかと。これは非常にマクロすぎる例です。 

 一方で、この環境ワーキンググループではないんですけれども、別のほうですと、多分そこ

の施策の中に入っている機関が出てきた個別の成果をまたポツごとにざっと貼ったみたいにな

っていて、なかなか全体像が見えにくいという状況になっていると。 

 そういう意味で、マクロすぎてもいけないし、余りミクロすぎてもいけないという状況の中、

どうやって本当に各省からここで、本来総合科学技術会議のほうでレビューをされようとした
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情報をうまく吸い取ってくるかということに関して、形式的には確かにやられているんですけ

れども、中身に関してはかなり丁寧に見ないと、こちらで求めたものを各省のほうから出して

いただいているのかどうか、ちょっときょうのこの一例をとっても、気になりました。 

○岩崎参事官 一つだけ。各省が悪いわけではなくて、こちらで調査会社が調査をして進めて

おりましたので、先生が言われたようなところは私も見逃していたので、ちゃんと整理させて

いただきます。 

○住座長 そのほかご意見、どうぞ。 

○大矢構成員 今の補足ですが、同様な話が土壌汚染にもありますし、例えば先ほどの資源回

収、再生技術のところにひょっとしたら入るというのが、３分の２のページの一番最後のとこ

ろにある項目、これが多分資源再生に該当するのでは。ひょっとすると項目が入れ違ったりし

ているというのが可能性としてはあるとに思います。 

 もう一つ質問といいますか確認ですが、資料１のこれから依頼されるという事項の中に指標

値という言葉が出てくるのですが、これは例えば10ページのほうにあります評価指標の例とい

うこういうところで、前回評価指標になるものをピックアップしてくださいというお話があっ

たと思うのですが、これに該当するものという取り扱いでよろしいのでしょうか、それとも全

くそことは違う観点で指標というものを取り上げていくという考え方になるのでしょうか。 

○岩崎参事官 このような指標、今先生が言われたような観点で結構です。ただ、今世の中に

はまだ定量されていないけれども、こういうのを定量していったほうがいいんじゃないかとい

うようなことがあれば、さらにそれも加えていただきたいと考えております。 

○住座長 そのほか。 

○久間議員 それから、きょう午前のエネルギーに関する戦略協議会で、こういう個別の要す

るに進捗、社会目標、技術目標、ただ書くだけじゃなくて、エネルギー全体として、クリーン

で、経済的、かつ安定供給されるようなエネルギーがどれだけ実現されているかということで

あるとか、あるいは新しい産業であるとか、新しい技術がどのように使われ始めているか、そ

れから将来につながる施策はちゃんと打たれているか、こういう全体を見ることも当然入れる

べきだというふうな話がありました。全くそのとおりで、個別のことばかり進捗を管理するだ

けでなくて、全体をどう見るかといったことも、この環境ワーキンググループでもぜひ考えて、

そういった項目がもしあればご指摘いただきたいと思います。 

○住座長 そのほかよろしいでしょうか。 

 久間議員にお願いしたいのですが、やはり本当にこういうことをやろうとすると、このやり
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方ではだめだと思います。だから、やはりある程度の権威のある諸々の先生を専任で雇ってお

いて、ずっと見ていきなさいというふうにしないと、とにかく人の頭の中に全部情報があって、

それをこういうのが欲しいと言えば出てくる形にしていかない限り、相当に総合科学技術会議

が期待するようなものを的確に情報が出せるかというと、当然各省庁はこういう目で見ていま

すから、総合科学技術会議は何をするんだろうと、必ずそういうバリアで見ている部分がある

ので、そこは本気でこれからの科学技術、特に全体像をどこかが把握して、ダブりをなくして

何とかするように総合的に進展をするとすれば、相当経常的なヘッドクォーター的な実働部隊

みたいなものをつくらない限り、切り貼りでやって、各省庁はまあいいや、余り気にしないで

やらせてもらいますになるような気がしているんです。 

○久間議員 おっしゃるとおりです。だからこそ、例えば全てはできないから、省庁連携のと

ころをこの総合科学技術会議が見るとか、そういう分野とか範囲を絞ってやればいいのではな

いかと思うんです。できる範囲からやっていきたいですね。 

○今中構成員 これは先ほどもお話がありましたけれども、調査会社にまとめていただいたと

いうことは、今まで実際に実施されたり、表に出たプロジェクトに対してのまとめですよね。

だから、ここで不足しているというか今後追加すべきものは、今本当に表に出ていないけれど

も、プリマチョアな状態の新技術、こういうものが私の耳に入っているのでも幾つかあるわけ

です。そうすると、そういうのがここへ、本来ならそういうのが結構入ってこないといけない

というので、今後特に留意すべき事項のところに書き込んでもいいのではと思うんですが、そ

ういう期待をしております。 

 

○住座長 そのほか。どうぞ。 

○森口構成員 たびたび恐縮です。住先生がさっきおっしゃいましたので、私も同じことを感

じておりまして、どうしても今の体制であればこういうふうにしかならないのかもしれません

が、こういう研究の進捗管理というか、研究とか技術開発の間接部門的な仕事に、どれだけ本

当に資源というか人材を割くのかという話に帰着するんだと思います。こうやって形式なこと

はいろいろ動いているわけですけれども、結果的にやっぱり総合科学技術会議事務局にもなか

なかプロパーでそういうことに経験を持っておられる方がたくさんおられるわけではないので、

アウトソースされると。一過性でいろいろやられるのですが、実態として研究開発が何が動い

ているかということに余り土地勘のない方が、各省から出てきた文章を切り貼りされるので、

さっき私は環境省にいらっしゃらないのに失礼なことを申し上げたようで、ただ単に入れ違っ
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ただけとか、そういうことが起きてしまうということ自身が大変心配なわけでして、だけど一

方でそういう間接部門は各省のファンディングエージェンシーですとか、各省の研究管理部門

でも一本持っておられるわけですね。ですから、そういう意味では、そういう間接部門が何重

にも、正直申し上げてやや中途半端な形で機能しているというか、機能していないのかもしれ

ませんけれども、そういったところを含めて司令塔的機能を果たしていただかないと、形式的

にはいろいろそういう部門が動いている割には、なかなか実が伴わない部分があるのではない

かというのが大変気になるところです。 

○住座長 久間議員が言われるように、まず一歩から始めよじゃないですが、一部でもいいか

ら一歩一歩進めていくということが必要なんだろうと思います。そのほかよろしいですか。 

 それでは、時間もございますので、次の議題に移りたいと思います。 

 先ほど説明がありましたように、今後特に留意すべき事項というところに、ご自由に評価等、

サジェスチョンを書かれることになろうと思いますので、そのほかここに書かれている資料１

の別紙２ですが、コメント等ございましたら書き加えていただければと思います。 

 それでは、次の議題ですが、環境分野における今後取り組むべき課題ということで、３月10

日に全体のワークショップがございますので、それに向けて言いたいことをまとめていきたい

と思いますので、まず事務局のほうからご説明を。 

○岩崎参事官 座長の住先生の代理の立場で森口先生にご出席いただきますが、ほかの先生方

にもご参加をお願いしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料２－１に沿って説明させていただきます。 

 資料２－１、環境分野における「今後さらに取り組むべき課題」でございます。 

 今、住座長からご紹介いただきましたように、目的を先に申し上げますと、３月10日、本日

プレスリリースいたしましたけれども、総合科学技術会議の重要課題専門調査会の公開ワーク

ショップにてイノベーション総合戦略改定への論点整理として議論していくというところに向

けて、きょうご議論いただきたいということで考えております。 

 表紙をめくっていただいたところの今後さらに取り組むべき課題について（背景）というと

ころでございますけれども、２月14日に開催された第117回総合科学技術会議本会議でイノベ

ーション総合戦略の改定に向けた検討ということで、総合戦略が取り組むべきとして掲げてお

ります５つの政策課題のほかに、ＩＣＴ・ナノテクノロジー・環境分野技術などの分野横断的

技術の深掘りを強力に進める必要があるということで示されております。これにつきましては、

参考資料３に本会議資料議員ペーパー全文をつけておりますし、次のページをめくっていただ
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いたところにこの参考資料３より抜粋ということで、議員ペーパーの抜粋を載せておりますの

で、ごらんいただければと思います。 

 元のページに戻りまして、本会議の議長でございます安倍総理のご挨拶において、2020年の

東京オリンピック・パラリンピックを機会に、日本発信のイノベーションを世界に発信してい

くためにも、日本独自のイノベーションの種を育むことが大切であり、我が国が直面する重要

課題の解決に向けた取り組みをまとめて総合戦略の改定に盛り込んでいただきたいと指示があ

ったところでございます。 

 こうしたことを受けて、最初に戻りますけれども、３月10日に公開ワークショップを開催さ

せていただきます。公開ワークショップの課題がここにある３つでございまして、課題間にま

たがる融合領域的課題、それから各課題に共通基盤的に適用される分野横断技術、３番目とし

て2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに加速するべき課題ということになってござ

います。 

 最初の薄い字で課題間にまたがる課題は何かというのは、科学技術イノベーション総合戦略

におけるエネルギーや健康長寿などといった５つの政策課題間の融合領域的な課題ということ

になっておりまして、環境分野に強く関連していることとしましては、共通基盤的に適用され

る分野横断技術ということでございます。 

 各課題に共通基盤的に適用される分野横断的技術、それから2020東京オリンピック・パラリ

ンピックまでに加速すべき課題ということで、先生方に事前にご意見をいただいたものをとり

あえず議論のたたき台ということで取りまとめたものが資料２－２にまとめたものでございま

す。これらをもとに議論いただければと考えております。 

 それから、構成員の皆様には手持ち資料として各先生方からいただいた意見をそのまま印刷

してホチキスどめしたものもございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○住座長 どうもありがとうございました。フリーディスカッションでいいと思いますが、ど

ういうことをこれからやるかということを少しご意見があれば。どうぞ。 

○沖構成員 まず資料２－２の１枚目の各課題に共通基盤的に適用される分野横断技術、まと

めていただいたこれはいずれも非常に重要な課題だと思うのですが、どちらかというと非常に

人がいる都市スケールで何とかしていこうという話に見受けられますが、後半のオリンピック

も見据えると、やはり日本をよくしていく、あるいは都市をよくしていくという地球規模課題

の解決だけではなくて、人間活動や社会開発がいかに地球規模の環境を変化させてきたのか、
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その影響の観測や探知と、あるいは特定と将来どうなっていきそうなのかという影響のところ、

これをやはりやって、日本はそういうものに対してこういうソリューションがありますよとい

うのを見せるということで、日本は日本のことだけ考えているんじゃないというような部分も

必要なのではないかと思いますので、ご検討いただければと思います。 

○住座長 そのほかどうでしょうか。森口さん。 

○森口構成員 さっきご紹介いただきましたように３月10日については、具体的に何を持ち込

むかということについては、きょうこの場で、この議題でご議論がいただけるのかどうか。つ

まりこの後何も皆さんご発言なかったら、あとは適当にと、こう言われてしまうと、責任重大

になりますので、少しここで忌憚のないご議論をしていただきたいとおもいますので、よろし

くお願いいたします。 

○住座長 そういうことですので、皆さん忌憚のないご意見を言っていただければと思います。 

 では、今中さんのほうから。 

○今中構成員 ここの具体的な項目もちょっと言っていいですか。 

○住座長 はい、いいです。 

○今中構成員 この一番上にある３Ｒとエネルギーリサイクルによるゼロエミッション、こう

いう話が出てくるときに、例えばペットボトルのリサイクルという話もありますね、それから

ある大学の先生がいろいろ発言されていて、正しくない、正しい、いろいろな議論もあるのは

承知の上での話なんですが、今分別でペットボトルを分けたほうがいいという話になっている

んですが、ペットボトルを再生すると質が落ちるということと、そしてかつコストが余分にか

かると、燃やしたほうがいいという理屈が基本にあります。 

 それと、例えば数年前から京都市では、生ごみと一緒に混ぜていたのを分けてするように指

導して、それを入れる袋もお金を払わせて買わせているんです。ところが、分別したから生ご

みが燃えにくくなったから、結局重油を追加して燃やしているんです。これは京都市の人から

直接聞いています。そうすると、無駄なことをして分けておきながら、今度はペットボトルが

あると空間的にも、あるいは燃焼材としても、補助剤としても、非常に有効でうまく生ごみが

燃えていたのに、今は大変なことになっているんですね。だけど、それがだめだったらどうす

るかというと、税金をつぎ込んで黙っていると、こういうことが裏に結構あるんです。 

 もう一例だけ言いますと、下水処理の後の余剰汚泥をどういうふうにしてきれいにするか、

リサイクルするかということで、レンガをつくっているんです。そうすると、レンガ１個の売

り出し値段は100円です。100円のレンガをつくるのに400円かけているんです。これは下水処
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理場の人に直接聞いています。そうすると、余剰汚泥をリサイクルして公園のレンガができた、

すばらしいというニュースにはなるでしょうが、実質黙って税金をつぎ込んでいるというのは、

これはいいのかどうかとおもいます。 

 それからもう一つは、本当に最後までリサイクルされていなくて、クルクルセンターのよう

なところに行って、判を押してもらって納めたら、もう一部だけそうして、あとは燃やしてい

るという現状もあると聞いております。 

 だから、このリサイクルというのは耳ざわりはいい言葉なんですが、ゼロエミッションとい

うのは本当に最後までそうなっているかというのは、これはきっちりとモニタリングをしてい

ただきたいというのが希望です。 

 以上です。 

○住座長 それでは、次、今村さん。 

○今村構成員 私が書いたのは上から８個目ぐらいだと思いますけれども、基本的に環境技術

という側面で見ると、環境というのはそもそも工業的利用に行き過ぎたものを、環境を汚しっ

放しにしてきたから揺れ戻しみたいな状態ですが、狭義の環境問題と広義の環境問題があって、

今、今中先生のおっしゃったこともそうなんですが、狭義の環境問題というのは何でもリサイ

クルすればいいとか、何でも太陽光を使えばいいとか、そういう全体を考えない環境。実際、

環境というのは、全体を考えると、総合的にバランスを持って考えるのが環境なので、上から

８個目ぐらいに書いたように、みんなおっしゃっていることなんですけれども、人とか生態系

とかそういう現行の自然環境の多様性みたいな、そういうリスクと、でも人間は生きていかな

くてはいけないので、経済的にもやはり価値がないとどこにも進まないだろうし、時代という

のは社会的要請があるので、社会的要請が今後10年とか100年でどう変わっていくのかと。今

大騒ぎしていても、実は20年後は誰もやらないみたいな、そういうことは大きな目で見たほう

がいいのかなというように思います。 

 地球温暖化の問題は、私は個人的には非常に重要な問題だと思っていて、あれだけ化石燃料

をばんばん燃やしたら、最近ちょっと寒くなっているみたいですけれども、いいわけがないの

で、その行き過ぎた環境問題の解決は地球温暖化をさらに悪化させるであろうということも思

うので、そういう全体を眺めるような環境事業のあり方というのをぜひやっていかないといけ

ないのかなというように思います。 

 ２番目に、私はゼネコンですので、上から４つ目ぐらいに書きましたが、オリンピックをや

るにしても、やっぱり多くの人が来て、多くの人が移動すると、もっと快適で高速で渋滞のな

 －12－ 



い都市インフラを当然つくらないと誰も来てくれないですよね。そうすると、今現在土壌汚染

の問題で最大の問題は自然由来ですよ。環境省さんが自然由来の汚染問題を通常の人工の汚染

問題と一緒だと言うから、ものすごいお金がかかってしまうわけで、では自然土壌の汚染処理

なんていうものは、世の中にはいっぱい大きな穴ぼこがあるわけで、例えば大谷石の採掘場な

んかは、明日陥没するかですごく心配されていると。そういうすごく心配している需要と、も

のすごくやらなくちゃいけないことで、ものすごい金をかけていると。ただで災害復旧ができ

るとか、そういう智恵をつくるような省庁間の調整をぜひやっていただいて、国費を余り使わ

ないで有効に開発ができるようなことを考えていければいいかなというように思っております。 

○住座長 それでは、大矢さん。 

○大矢構成員 まず分野横断技術としての環境技術というのは、私はちょっと考えたときに非

常に悩みました。といいますのは、環境技術といっても排出元のところで処理をしようとする。

例えば製品をつくるときに若干有害物質を使うので、それをできるだけ少なくする、せざるを

得ないとか、そういったところ、多分製造技術につながるようなところで環境的に物事を考え

るという部分が多分あるはずです。そういうのは、例えばほかの戦略協議会の分野のところで

多分議論されていまして、それはこちらの環境ワーキンググループでするところではないとい

うふうに多分分けられると思います。この間、経団連の報告のところでお話をいろいろ聞いて

いたのですが、同じようにナノテクノロジー、ＩＣＴ、例えばＩＣＴなんかはハードの面が別

の分野にあって、ソフトを強化していくという技術です。そういう意味で基盤技術である。ナ

ノテクノロジーというのは、ナノ材料、素材を提供することで新たな製品ができるという意味

で基盤技術であると。ところが、環境技術というのは、本当に基盤技術と言えるのかどうかと

いうところが非常に悩ましくて、先ほど言いましたように、製品側で物事を考えられるという

ところは製品側で考えてもらいましょう。ただ、そこから排出されてしまっているもの、大気

や水やという形で排出されているものに関しては、排水処理技術とか、あるいは大気汚染の防

止技術とか、そういうところで受けとめましょうというのであれば、多分基盤的な技術である

のではというふうに思います。 

 もう少し広い意味で、地球環境にどういうふうな影響を与えているか、気候変動にどういう

影響を与えているかといった、グローバルなものの見方をする場合に、その影響と解析と、そ

れからどういうふうに対策をしていくと一番効果的であろうかというような、そういう広い意

味での環境技術、これも多分分野横断で、物事を大局的に見るという意味では非常に重要なの

かなと。そういった環境技術一つを捉えてみても、受けとめ方、その範囲というのはかなり違
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っていると思いますので、そこはちょっと整理したほうがいいのではと思いました。 

 もう一つ、２枚目のオリンピックに関係してなんですけれども、これに関して、私は資料２

－２の最後の２つを書かせていただいたのですが、どうしても新たに人が増えるというような

部分がございますので、それに対する負荷を考えないといけないということで、幾つか挙げた

のですが、最終的には多分交通関係は別のワーキンググループとか戦略協議会でやられていま

すし、そういう形で多分削られているのかなと思うんですけれども、ただ、私がオリンピック

を活かしたいなと思って考えたのは、環境オリンピックという意味合いのものができないかな

と。つまり、環境技術、予測解析技術も含めてですけれども、そういったものを世界に発信す

る場としては非常にいいだろうと。ですので、具体的に産業界から出されるような技術革新的

なメニューというものをうまく展示会的なもの、あるいはオリンピック的なものにして発信し

ていく、それを将来につなげていくというようなことができればなという意味合いで、２点ほ

どここに載せさせていただいています。 

 以上です。 

○住座長 では、沖さん。 

○沖構成員 今後取り組むべき課題についてという別冊のほうをごらんいただければと思いま

す。５枚目に構成員と書いてあるのがございますけれども、私としてはやはり分野横断技術と

しては地球環境情報基盤作成というのが大事なのではないかと。それは、環境技術を適正に利

用するための基礎情報でもあるし、あるいは分野横断というのは環境に限らないというふうに

思いまして、ＩＣＴ技術、あるいは物としてのペタコンをどうやってつくっていくか。そうい

う意味では、グローバルな地球環境情報を例えば１キロという超高解像度で推計するにはどう

すればいいんだろうということを考えたときに生まれてくるさまざまな技術革新と、それを使

って世界に負けない地球環境情報をつくるというのがいいのではないかというふうに思ってい

ます。それは出てきた結果は国際貢献もできますでしょうし、あるいは地球環境レベルの情報

でありながら、１キロありますと、多分、今の地域規模でそのまま使うことができると思いま

すので、そういうことをやっていればいいのではないかというふうに思います。 

 パラリンピックまでということになりますと、今度はかなり絞って東京の話だということに

なると、私の周りで実現可能性があって、しかもやったほうがよくて効果が高いのは、やはり

この雨水時の越流水を何とかすると。ここにももちろんＩＣＴも使いますし、雨雲の観測もや

りますし、そういうことがまた環境水域の水質向上だけではなくて、防災にも役立つというこ

とで、やはりそういうふうに二枚腰、三枚腰でいろいろなものに応用可能な、しかしオリンピ
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ック・パラリンピックのためにということで、こういう目標を持って技術を広げていくのがい

いのではないかというふうに考えております。 

○住座長 では、高村さん。 

○高村構成員 戻りますが、資料１の２枚目に社会インフラのグリーン化というのが非常に大

きな位置づけで書かれていて、５、６、７、８というふうなことがあるにもかかわらず、この

10枚目の資料を見ますと、指標なしと。ここのところは５、６、７、８、現段階で思い当たる

社会指標もないし、技術指標もないと。ということは、評価のしようもないというのが、いか

にも生態系を研究している人間にとっては、これが現実なのかなというふうなことを感じた次

第なのですが、やはり皆さんこういうふうなことが大事だということは非常にわかっているん

だけれども、実際問題として、どういうふうな指標で考えて、どういうふうにやっていくかと

いうふうなことがなかなか一本化できないし、いろいろな考え方があるんだろうと思います。

ただ、３．11の災害の後、グリーン化という言葉は若干色があせてしまって、グレー化に少し

戻ったようなところもあって、またそれを戻していく必要があるというふうにも思います。 

 それで、やはり生態系の問題というのは、そこを切り離して考えるだけでは前に進まないの

で、社会のシステム、私自身が非常に関連あることと何らかの関係性をつけて、長期的に見て

進めていかないといけないと。やはり生物多様性の保全とか生態系の保全というのはポリュー

ションというのが非常に大きなストレスになって、そのポリューションを回復するための技術

というのは、日本は非常に優れているわけで、そういうふうなものも積極的に導入していただ

いて、やっていただくのがいいかなというふうに思います。 

 一応、私のほうはインフラというか、生態系インフラというふうなものの活用ということを

少し書かせていただきましたが、生態系だけを考えるわけではなくて、周辺の気候変動のこれ

からの生態系のレジリアンスを強化するとか、人口が減少してきて、コンクリートのインフラ

整備というのがなかなかコストがかかるとか、そういうふうなことを見据えて、災害のリスク

の減災とか防災の意味も含めて、そういうふうなことを考えていく施策をやっていただければ

なというふうに思っております。 

 それで、オリンピックに際して少し書かせていただいたのは、沖委員が申されましたが、１

つは東京で私もちょっと皇居のお濠の委員なんかをしていたこともあるんですけれども、雨が

降ると下水道が全部皇居のお濠に入ってしまって、それでアオコが出て、非常に環境が悪くな

ると。部分的には非常に考えてつくっていただいているんだと思いますが、トータルな環境と

しては余りできていないので、その辺をやはり総合的に強化していただければなと。皇居とい
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うのは非常に緑が豊かなところで、昭和天皇が非常に生物を大切にされたということもあるん

ですけれども、東京というのは非常に緑が多くて、やはり都市の自然環境というふうなことを

やはり生態系ネットワークですとか、いろいろなチャンネルで考えていくという、東京のまち

を総合的に見てより快適なまちにしていけばどうかなということが１つ。 

 あとは、日本列島は世界的に見ても非常に重要な生物多様性のホットスポットです。そのホ

ットスポットという意味は、非常に生物多様性が豊かであると、しかし危ないと、そういうふ

うな意味のホットスポットなんですけれども、そういうふうなある意味で自然資源を非常に日

本は持っているということをもう少しよく認識して、それを活用するのがいいかなというふう

に思います。 

 最近新聞なんかを見ていますと、アジアの観光客が非常に増えていて、富士山に行って、新

幹線で京都に行って、羽田空港はパンパンであるというようなことをよく聞くんですが、やは

りリピーター、北海道から沖縄までそういうふうな、日本は安全ですし、リピーターも含めて

何かいいオプション、エコツーリズムと書きましたけれども、地方にはものづくりとか地域の

豊かな文化・歴史があるわけで、そういうものも含めた何かそういうふうなオプションをつく

っていって、日本のよさをアピールできたらというふうに思いました。 

 以上です。 

○住座長 では、森口さん。 

○森口構成員 資料２－２でいいますと４番目の資源性の高い物質云々というやつと、それか

らその後１つ飛ばして限られた資源でより大きな付加価値を生み出す資源生産性向上のことを

書いておりますけれども、先ほど冒頭今中先生がおっしゃったこととも少し関係するんですが、

何でもかんでもリサイクルではなくて、本来はやはり何をリサイクルなり、回収して再生して

いくのかというところのポイントをもう一度ちゃんと考え直さなければいけないというところ

はそのとおりだと思っておりまして、これはエネルギー技術ともかかわってくるわけですけれ

ども、日本の場合には自国には資源が乏しい中で、せっかく海外から持ってきたものを十分に

回収をしないままということになりますと、そこは将来少し問題ではないかということと、資

源がない中で、資源に付加価値をつけて、付加価値の高い製品、自動車も家電製品もそうだと

思いますけれども、そういったところで経済を支えてきた部分があろうかと思います。 

 そういう意味で、そういう付加価値を生み出せるような資源のリサイクル技術というところ

が非常に重要で、それに対してさっき今村先生がおっしゃったプラスチックというのは必ずし

もそういうものでもないところに世の中の関心がいってしまっているので、そういうご批判を
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なさったのではないかなと思います。 

 ただ、ちょっとそれに関連して発言させていただきますと、いろいろちょっと意図的に混ぜ

て議論されているような気がしておりまして、余り細かいところに入ってもしようがないんで

すが、ペットボトルは酸素が入っておりますので、発電力は比較的低い。ペットボトル、最初

は随分お金がかかっていましたが、今はちゃんと有償取引で回っておりますし、飲料メーカー

でペットボトルのリサイクルをやっているということで、問題はむしろペット以外のその他の

種々雑多なプラスチックを分別回収している、そこが問題なのではないかといったことも含め

て、やはり正確にいろいろ伝えていかなければいけないのだろうなと思います。 

 環境を専攻している学生に言っても、ペットボトルをリサイクルされているのは、ペットボ

トルに戻っていると信じていたということを割に普通に言いますので、そういったことも含め

て、リサイクルに限らず、こういう環境技術の国民のリテラシーといいますか、もう少し知識

をちゃんと伝えていかなければいけないのではないかなというのが感想でありまして、その技

術、ハードな技術ではなくて、その技術を社会に実装する上でのもう少し間接的な諸々の努力

が必要ではないかなと思っております。 

 それから、２番目の東京オリンピック・パラリンピックということに関しては、もちろん

華々しい部分もあるわけですけれども、やや斜に構えたようなことを書いている部分もあるの

ですが、例えばオリンピック・パラリンピックが終わってしまえば、その反動で目標がなくな

ってしまうようなことになるといけないんだろうなと。確実に人口減少が進んでいくとか、高

齢化が進んでいくということの中で、中長期的に備えていかなければいけないというようなこ

とがあった中で、今オリンピックという目標ができてしまっているので、ちょっとそこに関心

が集中してしまうんじゃないか。そこから先につながることをしっかりやっておかなければい

けないんじゃという意味で、このオリンピック・パラリンピックまでに加速すべき、あえて加

速すべきと書いたのは、そこに集中して加速をするがゆえに、ほかのものが置いていかれると

いうことをちょっと懸念したわけでありまして、そこを３つ目としては書かせていただいてい

ます。 

 それから、あと２番目でオリンピック・パラリンピックの開催に関連する施設整備ですとか、

そこでやはり環境の要素を埋め込んでいくというのは非常に重要な話だと思っていまして、こ

れは水の専門家の方はほかにいらっしゃいますので、そこにも書かれていたかと思いますけれ

ども、東京湾の汚濁、下水の雨天時越流水、ＣＳＯの問題、これはもう多く認識されているか

と思います。 
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 こういった問題は比較的具体的な問題としてあるわけですが、ちょっと後ろにやや過激なこ

とを書いております。高村さんがホットスポットという言葉を使われて、それは全然別なこと

をまた思い浮かべたりするわけですけれども、事故由来の放射性物質というのは、実は首都圏

でも今管理に困っている問題というのがあります。どこの県で引き取るんだという話とかいろ

いろあるわけですけれども、東京湾にはしっかりした埋立地がありまして、これはかなり人里

離れている部分もあります。発電所と違って、こういう廃棄物の貯蔵施設というのはしっかり

遮蔽をすれば、もう十分に安全に管理ができるわけでして、こういったところの安全性という

ことを本当に実感していく上では、やはり人がちゃんといるところでもそういうことを実証し

ていかなければいけないのではないか。当然これは社会的に到底受容されるとは思えないんで

すけれども、やはり原発被災地の方々にとっては、東京の電気をつくっていたのだから、東京

に持っていってほしいと、こういう議論もあるわけでして、オリンピック・パラリンピックに

関しても、そういう被災地の側からは、少し複雑な思いを持って見られているかなと思います。

○住座長 では、安井先生。 

○安井構成員 今後取り組むべき課題なんですけれども、共通基盤的云々ということにはちょ

っとつながらないかもしれません。ちょっとオリンピック側だけを考えての話でございますが、

そのときにやはりできるだけ高尚で、なおかつ格好のいいターゲットが必要だなと思うわけで

す。それで安倍総理のご発言を伺っていると、イノベーションをとにかく示したいというのが

どうもその中心のようでございますが、このときのイノベーションというのは、恐らく技術革

新という言葉だけではなくて、日本というものが持っている社会のシステムを含めてのイノベ

ーションだと思うんです。そうやって考えてみると、例えば環境でも特に途上国から来られた

ような方にとっては、かなり日本から持っていってもらうといいものがいっぱいあるような気

がします。例えば高効率なもの、昔ほどではないかもしれないけれども、大分追いつかれてし

まっておりますけれども、いまだにエネルギー効率、要するにそれで気候変動にかかわります

ＣＯ２の排出量が低い生活をできないわけではないというところがありますよね。ですから、

気候変動リスクを考えた高効率なものを示すと。 

 それからあともう一つは、日本のリサイクルというのはもともと埋立地、最終処分地をいか

に減らすかという、そういう発想でとにかく始まったのが基本的なところで、一番多かった

1990年ごろに比べて今は５分の１以下か６分の１ぐらいまで減っているわけです。要するに埋

め立てをそこまで減らすためには、今のコンクリートのリサイクルなんて世界中でやっている

んですか、森口先生。 
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○森口構成員 やっているところもあります。 

○安井構成員 やっているところもある。そういう意味で、とにかく埋め立てというものをな

るべくやらないような世界をつくってきた日本、それでいろいろな細かいことまで、金属資源

等を考えてリサイクルをやっているところと。それからあと高村先生がおっしゃったように日

本のホットスポットと、世界の生態系の中では非常に重要なところですから、それも何とも言

いがたい部分はあるのですが、やはり確かに誇るべきことかもしれない。それを３つ合わせる

と、今の環境省の政策である気候変動と生態系と、それからあと循環型と、この３つになるか

ら、やはりこれを全部まとめて出すしかないのではないかという気がします。 

 特に高効率社会については、2020だと、それまでにＪＣＭみたいな取り組みが行われて、そ

れで一応押印をしてくださった国にはかなりいろいろな技術が行っているはずなので、そうい

うことを含めていろいろと物が言えるのではないかなと。 

 だから、この辺をどうやって見せるか。既にあるようなものなので、それをさらに高度化し

て、さらに洗練させて、いかに格好よく見せるかというぐらいしか、多分2020年に間に合わな

いんじゃないかなと思うので、今から取り組むということではないということで今若干申し上

げたというわけです。 

 それで、標語がやっぱり一番重要かなと思うんですけれども、これはそういうことを専門に

考えておられる方につくっていただければいいんですけれども、結局は環境というのは次世代、

今の現世代というのは本来であれば次世代と相談をしながら使わなければいけない地球という

のを勝手に使っているわけですよね。その次世代にとにかく美しい今の地球を渡すというのが、

多分やはり環境の一番の精神なので、そのあたりを日本は３つ取り組んでいますと、そういう

ことを示せばいいんじゃないかなという気がします。 

○住座長 山地さん。 

○山地構成員 添付で配られているそれぞれの構成員の提出資料、バンドルしているものの最

後の２枚が私で、一番最後はほとんど何も書いていないので、最後から２枚目のところのもの

を見てください。参考資料の総合科学技術会議の有識者メンバーで書いた科学技術イノベーシ

ョンが取り組むべき政策課題解決に向けた取り組みの加速化についてというのを読んで、そこ

に対して何かつけ加えることがないかという形で作成したものです。 

 この参考資料では、環境分野を分野横断的技術ということになっているんですけれども、環

境はＩＣＴとかナノテクノロジーと違う分野横断的なんですよね。ＩＣＴ、ナノテクノロジー

は各課題に共通基盤的に適用されるというのがまさにぴったりなんだけれども、環境技術とい
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うのは、環境分野の問題解決に向けた出口に向けて分野横断的というやつですから、だからち

ょっと違うものを一まとめにしているなと思います。参考資料３の有識者メンバーがまとめた

資料の一番最後に環境分野が入っていまして、ちょっと違和感を感じました。全体を通して読

んでも、私のメモに書いてあるように、１番目は課題を言ったというよりも、ちょっとコメン

トみたいなんだけれども、温暖化対策というのが、観測は出てくるんだけれども、対策のほう

が、適応はちょっとあるのかな、リスク管理とか国際連携とか、環境分野以外のところにもほ

とんど触れられていないのがちょっと違和感を感じたなということを、全般的感想として書き

ました。これはだから今もう既に取り組んでいるという意識ならそれでもいいんですけれども、

ただ震災後、福島原子力事故もあって、温暖化対策に関する取り組みがちょっと弱っていると

ころなので、私はもうちょっとハイライトしていいのではないかと実は思っていますから、ち

ょっとこれを書きました。 

 具体的には、お隣の安井先生が運営委員会のメンバーですが、今年の10月にＳＴＳフォーラ

ムをいつものように京都でやって、そのバック・トゥ・バックとして東京でやるという環境エ

ネルギー技術版ダボス会議というのがあります。RITEの理事長の茅が運営委員長なので、それ

のことも考えたので、そこを念頭に本当に思いつきを書いたのが、順不同で１）から９）まで

です。この１番目のエネルギーキャリアとか、２番目のスマコミというのは、エネルギーの分

野でということなんでしょうかね。それから、３番目の３Ｒ＋エネルギーリサイクルによるゼ

ロエミッション循環システムの実地域実証。これは実はオリンピックの選手村みたいなところ

のサイトを実は念頭に書いたんですけれども、これが一応資料２－２の中に入っていると。 

 それから、あとバイオマス利用というのが結構エネルギーの分野で重要なんだけれども、環

境とのかかわりでいうと、生物多様性保存との問題というのがバッティングする。これも全く

思いつきです。だから具体的に何というところがないまま書きました。 

 それから、温暖化と絡めた生態系サービスの確保。 

 それから、先ほど森口さんがちょっとおっしゃった、前回も、今中先生でしたか、低線量被

曝の健康影響評価というのは、これは今福島の除染地域があるわけですので、当然やらなけれ

ばいけないし、やっているんですけれども、ではしかし国としてシステマティックに本当にき

ちんとできているのか、私はいろいろな断片的なものは理解しているんですけれども、もう少

し組織化してやって、その結果を受けたリスクコミュニケーションというのが大事ではないか

と思って書きました。 

 それから、７番目の途上国における急速な都市化に伴う生活環境保全（住居、廃棄物、水、
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大気）、これも２－２の中にピックアップされている。 

 その次は、適応の１つなんですが、それをシステマティックに行うための、その中でも一つ、

早期警戒体制といったのは、別に洪水対応だけのイメージではなくて、もう少し広い意味で長

期的な変化に対しても念頭にしています。私はＩＰＣＣには、今回のＡＲ５には直接には関係

しませんでしたが、ワーキンググループ３の対策のところは、どうもあの場では余り進展がな

いんだけれども、ワーキンググループ１と２に関しては、これはサイエンスとリンクがあるの

で、そこを恒常組織にすると、温暖化に対するグローバルでのリスクマネジメントの実態がで

きるかと思って、これは科学技術かというと、科学技術に関連する組織の提案みたいな感じな

んですが、それを申し上げたのが８です。 

 ９番目は、ビッグデータ解析、ＩＣＴというキーワードもちょっとあったものですから、ビ

ッグデータ解析による特定有害物質の移動モニタリング。これは前も多分申し上げたような気

がするんですけれども、それが２－２の中には入っている。 

 ちょっと何か申しわけないような感じで、もう少し時間があればもっと出るのかもしれない

ですが、こんなことでよろしいのでしょうかと思いつつ書いたのがこれであります。 

○住座長 今一通り皆さんのご意見を伺ったわけですが、それを聞いて何かさらにつけ加えた

いご意見等ございましたらおっしゃっていただければ。では、沖さん。 

○沖構成員 基盤という言葉、ここは基盤じゃないといけないのかもしれないですが、やはり

どなたかおっしゃっていましたが、環境分野というのは要素的な技術を組み合わせて目的を達

成するというところが非常に大事で、それは環境における基盤だと。私はメタ技術という言葉

がいいのではと思うのですが、やはり個々の非常に優れた技術をうまく組み合わせる、その組

み合わせの妙といいますか、あるいは場合によってはノウハウとか、俗人的と言われているん

だけれども、それも技術だという認識が非常に大事なのではないかと思いますので、どこかで

ご検討いただければと思います。 

○久間議員 環境を基盤に入れたということに関して、非常に違和感を持たれるのは重々わか

っております。それでこのペーパーの趣旨は、昨年度の総合政策の中で日本が経済再生、それ

から持続的な経済成長を遂げなくてはいけないと、これが原点ですという安倍総理の強い意思

で、それでエネルギーであるとか社会インフラ、健康長寿、地域、それプラス震災からの復

興・再生という５つの分野に重点投資しますよということを掲げたわけです。その一方で、こ

のＩＣＴとかナノとかいったのは横断技術ということで、非常に薄まってしまったんです。第

４期から薄まってしまったんです。だけど、ＩＣＴとナノテクノロジー、半導体であるとか材
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料というのは、これは紛れもない分野横断技術であることには間違いない。だけども、分野横

断技術で利活用が確かに日本は遅れてしまったと。だけども、利活用をどんどん進めるのはい

いんだけれども、深掘りも一緒にやらないと、そのうちＩＣＴとかナノテクノロジーも今まで

培ってきた要するに財産みたいなもの、預金みたいなものがなくなっちゃって、それで日本は

全体が弱くなっていく、エネルギーも弱くなるし、社会インフラも弱くなると。そういう意味

で、分野横断は強くしないといけませんということをメッセージとして上げたかったんです。 

 それで、環境は確かに分野横断ではないんです。環境はまた今までの５つの分野と分野横断

のＩＣＴ、ナノとは独立した分野だと思うんです。だけども、余りにも経済成長、それから持

続的経済成長、経済再生といったところにフォーカスしすぎるので、環境というのがおろそか

になる可能性があります。だから、これをちゃんと評価しないといけないということで、共通

基盤の中に入れ込んで、ここもちゃんとやっていきましょうということの苦肉の策なんです。

ということをご理解いただきたいんです。ＩＣＴ、ナノとは全く別の分野というのはよくわか

っています。 

○住座長 よろしいですか。そのほか。 

 これで１つあるのは、社会システム技術みたいな、そういうソフトの部分が全部落ちている

ところがちょっとあって、そこは非常にやるべきことがあって、特に2020年東京オリンピック

に関して言うと、交通体系というのは今のままでもできることであって、それは地下鉄とＪＲ

とか、あんなのはゾーン制にして一括していかないと、えらい評判が悪いと思いますよ。ほと

んどの大きな都市ではやはりゾーン的な料金体系になっていると。海外から来た人が一々金を

とるのかよと。だから、僕は相当におかしいような気がします。ほとんど経済性の問題だけな

んですよね。要するに、儲けが減るのは嫌だとか。そういうところとか、それからある意味で

何が環境問題かということがあるのですが、それを具体に展開するような法体系だとか執行体

系だとか、ソフト面が日本はほとんどやられていないと思いますので、そういう点でも社会シ

ステム技術とか、そういう実装技術というのが僕は非常に大事なような気がします。 

○森口構成員 座長がそう言っていただけたので、座長代理として安心してそういうことを発

言してよさそうなので、私は大変今安心しておるんですが、私は全く同感で、私自身が書いた

中にも社会システムという言葉を書いたんですが、技術が非常に進展している一方で、社会の

ほうは非常にコンサバティブなイナーシャが強くて、今、住先生がおっしゃったので言えば、

パスモなりは優れた技術で、そういう料金体系がぐちゃぐちゃでもちゃんと料金がとれるとい

うすばらしい技術なんですが、そんな面倒くさくするよりは、もっと社会システムでやれる部
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分もあると思いますので、そういったところが非常に重要だと思います。 

 それとあと山地先生もちょっと触れてくださったんですが、リスクコミュニケーションみた

いな話も含めて、そういうことも含めて、余りにもハードな技術技術したところだけではなく

て、社会と技術との良好な関係を築いていくというか、ちょっと取り戻してくという言葉をあ

えて使わせていただきたいんですが、原発事故以降、やはり科学技術全体に対する不信感もあ

る中で、そういったところは手を抜けないんだろうなと思います。 

 １点だけ、すみません、山地先生に教えていただきたいんですが、エネルギーリサイクルと

書かれたのは具体的に何を意味しておられたのですか。つまりエネルギーに関してリサイクル

という言葉を使うべきではないという強い議論が一方でありましたので。 

○山地構成員 要するに物はリサイクルができるわけですね。物のリサイクルの中に、物とし

て使うのではなくて、燃焼するなりしてエネルギーとして使うこともできる、そういう意味合

いです。 

○住座長 非常に薄い熱がいっぱいこの世の中には集まっておりますので、ああいう低密度の

熱を本当にうまく使えれば、かなりエネルギーはあり余っていると思いますが、熱を捨てるに

もエネルギーが要るというのは熱力学第二法則ですからね。 

○久間議員 例えば自動車なんかも燃焼の効率性はまだまだ低いですよね、ガソリン車も。多

くは熱になってしまうと。だから、その熱をいかに活用して、要するに全体としての効率を上

げようという研究はずっとやられているんですね。コストをいかに下げるかという問題があり

ますけれども、そういうのもエネルギーのリサイクルと呼べるんでしょうね。 

○山地構成員 それは重々わかっていて、ヒートポンプなんかを使うというのがそうなんです

けれども、ここで言っているのは実は物質循環とリンクさせようと思ったので、ある意味生活

排水系の生下水の温度を使うとか、そういうのはありますけれども、ちょっと物質循環とリン

クしたいと思ってのエネルギーリサイクルという言葉を使っているのは、ちょっと限定がある

かなと思います。 

○森口構成員 あと、今話題になりましたけれども、確かに低温廃熱はいっぱいあるんですけ

れども、なかなか温熱需要はないんですよね。だから、低温廃熱のほうが私の理解ではちょっ

と余りぎみで、いろいろなところからそういうものを使ってほしいという議論がある一方で、

そのインフラに相当かかってしまうので、ちょっと厳しい部分があると思います。 

 それから、冒頭に、これは何度も出てきますが、今中先生がおっしゃったペットボトルとか、

あるいはそれ以外のプラスチックも物としてのリサイクルに向いていないんだったら、エネル
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ギーリカバリーすべきだと、こういう議論があります。ただ、同じエネルギーリカバリーする

のであっても、やっぱり焼却工場で燃してごみ発電するよりも、もっと高効率でエネルギーリ

カバリーする技術があるわけですから、そういったところまで踏み込んでいかなければいけな

いということで、オリンピックの会場とか選手村で徹底してそういうのをやるというのはあり

得ると思います。ただ単にごみ発電をやりました、再生可能エネルギーを入れましたというこ

とだと、それは今と余り変わらないで、そこはどうせやるのであれば、相当画期的なことをや

らないと、ややアリバイ的にやったというふうに見られてしまうのではと思います。 

○住座長 よろしいでしょうか。ただ、やはり本当に日本として考えるべきことは、スマホな

んかで要素技術は全部日本が持っていたわけで、ではなぜできなかったのかというのは、もう

ちょっと真剣に考えないと。だから、要素技術があれば画期的なものができるわけでは全くな

くて、実はそういうのは下請にまってしまっているんですよ。だから、上の持っている上位の

コンセプトを出していくというのが非常に大事なことと、あとはやはり自然の価値というのを

どう取り組むかという問題も真剣に考えていく必要があって、資源採掘は結構環境破壊と思う

かどうか、遠くのところでやっているから、別にどうでもいいやと思うかどうかは別としても、

グローバルとなるとレアメタルでも何でも相当すごいなと僕も思いますし、それからシェール

ガスだって、とっているところじゃ大丈夫かみたいなことをやってとるわけです。安く来るか

らいいかというだけでは、ちょっと違うのではないかなということも。 

 資源の先生もリサイクルもバージンと比べれば、絶対バージンのほうが処理的には安くなる

はずなんです。リサイクルは高くつくんだけれども、失われるべき自然の価値を勘案するとど

うかと。やはりそこを考えないと、だから資源が足りないからそれを補うと、戦争中の戦時経

済になってしまうわけで、多分その辺の新しい物の見方も非常に大事になってくると思います。 

 あと、やはり言われるように総合的な視点が環境はこれから必要で、それはやはりサステナ

ビリティとか、別の言葉を使われていましたが、環境省が言っている３社会統合モデルみたい

ないろいろな側面に配慮しながら総合的に、それで当然その中には経済合理性というのはやは

りあるわけで、ちゃんと合理的にできるような範囲内を考えるということが僕は大事だろうと

いうふうに思っております。 

○久間議員 今のリサイクルはコストが高いという、それを決めつけるのはやっぱりおかしい

のであって、それでバージンのほうが安いというのは、確かに今はそうだけれども、例えば石

油が高騰したら、それは逆転するわけですよね。だから、そのためにできるだけコストを安く

するための技術開発はどうあるべきかというのをもっともっと徹底的に議論すべきだと思うん
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です。 

 それで、議論すると、世の中大体材料にしましても、銅をアルミにかえようと、銅が高くな

るとそうしますよね。ところが、いつの間にやら銅が安くなるんですよ。そうすると、せっか

く開発していたのが元に戻っちゃうんですね。アルミにかえない、それで銅のままですと。だ

から、これはやはりあるとき徹底的にやって、安い材料、安いリサイクル技術、これをある時

期徹底してやるべきだと思うんです。世の中の材料価格によらず。 

○住座長 ただ、それは時間スケールがありますから、経営者で見ると目先の２年もてば俺は

退任するからいいやという、そういうタイムスケールか、50年を見越して経営に責任を持つか、

意思決定のリードタイムが非常にあってなかなかと。 

○久間議員 こういったのは国が本来ある程度金を投資してやるべき分野だと思いますね。 

 それからもう一つ、オリンピック・パラリンピックで何かデモをこの環境分野からする場合

に、ある意味でっち上げのデモはやりたくないんです。やっぱりそれがあの後の実用化あるい

は産業につながる、そういったものでデモンストレーションしたいですね。 

○住座長 だから、中国の北京オリンピックの人工降雨というのを中国はやれるんですよね。

ちょっとまゆつばに近いなと思いますけれども。そういう点では次につながるようなことをや

れればいいなと思います。 

○大矢構成員 次につながるということにちょっと絡むかもしれませんが、オリンピック・パ

ラリンピックで来られる方というのは世界中からなので、特に新興国の方々というのは、多分

率先して来られるかなというふうに思っているのですが、そのときに東京なり首都圏なり、も

っと広い意味で言うと日本全体を環境面でこういうようなことができるんだと、ある意味夢を

実現できている国というふうに捉えられる可能性があって、ただ実際は我々も公害問題から始

まって非常に苦労してここまで来ているんですよね。そういう意味で言うと、新興国が今抱え

ている問題というのは、日本も過去に経験していることがかなりあって、それが急速に特に新

興国では進んでいるということを、教育的な観点もかなりあるかと思うのですが、そういうこ

とを伝えていく場にもする必要があるというふうに思います。 

○住座長 そのほかよろしいでしょうか。 

 森口さんに後はお任せして、ただ中間貯蔵施設をお台場につくれというのは、多分それはあ

れだと思いますけれども。久間議員が言われたように、環境というのを全部のところにくっつ

けるぐらいのことになってきたというのは、一つの時代の流れだと思います。従来の考え方だ

と、そんなのは誰かが面倒を見ることで、うちは儲ければいいんだというふうには、多くの人
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がそう思わなくなってきたというのは、遅いですが社会的な認識もそれなりに深まっていくん

です。だから、ここは余りニヒルにならないで、着実に続けていくということが大事だろうと

思います。 

 それでは、そろそろ時間になってまいりましたので、一応議論はここで終わりにして、後は

森口さんに頑張っていただくよう、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、議題３に移りたいと思います。 

 議題３は平成26年度アクションプラン特定施策レビューとなっております。 

 まずはレビューの進め方について事務局から説明をお願いします。 

○岩崎参事官 それでは、資料３－１、オレンジ色の横向きでございます。 

 環境分野、環境ワーキングでは、平成26年度のアクションプラン特定施策レビューは今回と

次回で議論していきたいと考えております。 

 １枚めくっていただいたところにねらいと書いてございますけれども、アクションプラン特

定施策の実施に向けてさらによいものにしていこうと、この環境ワーキングでより良いものに

していこうということがねらいでございます。 

 施策の推進に向けて、特に内閣府でございますので、このＣＳＴＰにおける支援・後押しの

ポイント、こういったものをご議論していただきたいと考えております。 

 レビューの進め方といたしましては、今回と次回、第２回と第３回ワーキンググループの２

回に分けて議論を進めます。まず関係の府省から施策に係るプレゼンをしていただきます。こ

れが資料３－２、３、４で用意しております。単独施策10分程度、それから連携施策15分程度

というふうに予定しておりましたけれども、都合により連携施策の文科省の担当課の方が欠席

ですので、資料配付のみということになりましたので、いずれの施策も10分程度ということで

お願いしておりますので、よろしくお願い申し上げます。質疑応答等で５分程度を予定してお

ります。 

 ２回目、次回のワーキンググループでは、構成員の先生方から、より効果的に実行するため

の助言をいただいて取りまとめたいと考えております。その際、とりまとめの担当構成員を決

めさせていただいて、まとめたものを各府省の方々と議論していきたいと考えております。こ

うした議論の結果を今後取り組むべき事項として共有していって、よりよいものにしていきた

いということが、このアクションプラン特定施策レビューのねらいでございます。 

 レビューにおいて重点的に議論するポイントということで、参考までにということでここに

記載させていただきましたけれども、特定の狭い専門分野だけではなくて、俯瞰的な観点から
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不足する取り組みや内閣府によって後押しが必要な点といったところをご議論していただきた

いと考えております。 

 例として書いてありますけれども、環境はなかなか出口戦略というのは難しいところがござ

いますけれども、出口戦略・トータルシナリオ、施策推進に当たっての課題や取り組み、その

目標、標準化や規制改革も含めた技術の社会実装に必要となる取り組み、、それから連携施策

に関しては、連携施策間の役割分担、責任体制と、こういったことについてコメントをいただ

ければと存じます。 

 次、ページをめくっていただいて、きょう各省からご説明いただきますのは、連携施策とし

て「地球環境観測の強化」１件と、単独施策といたしまして「革新的地球環境研究」、それか

ら「水質事故に備えた危機・リスク管理」でございます。 

 構成員の先生方には、机上ファイルといたしまして、Ａ４の横向きの資料がございます。こ

れは平成26年度のアクションプラン特定課題一覧から抜粋したもので、特定における特記事項

というのが一番右側のカラムに書いてございます。環境ワーキングの対象施策としては赤字で

書いてありますけれども、この特定に向けたヒアリング当時には環境ワーキングはございませ

んでしたので、次世代インフラ戦略協議会の前身の会議体の下で議論いただいたものでござい

まして、そこでの特定における特記事項というのがここに記載されておりますので、参考まで

にごらんいただければと存じます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

○住座長 今の事務局の説明等について、ご質問は何かございますか。 

 それでは、もう時間に限りがございますので、一応事務局が提案したポイントは理解してい

ただけたということでレビューに入りたいと思います。 

 まずは地球環境観測強化のレビューを行いたいと思います。環境省施策の衛星による地球環

境観測の強化について、環境省地球環境局総務課研究調査室、辻原室長のほうからプレゼンテ

ーションをお願いしたいと思います。 

 なお、文科省施策、防災減災機能の強化に向けた地球観測衛星の研究開発につきましては、

本日未明、種子島からいわゆるＧＰＭという降雨観測衛星の打ち上げが行われまして、無事成

功して、切り離しまでうまくいったということなんですが、その対応で非常にお忙しいという

ことで、文科省に関しては資料配付のみという形になってございます。ご了承いただければと

思います。 

 それでは、環境省のほうからよろしくお願いいたします。 
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○環境省（辻原） 環境省の研究調査室の辻原でございます。 

 資料３－２をごらんいただきたいと思います。 

 環境省のほうからはＧＯＳＡＴの後継機の開発についてご説明をいたしたいと思います。 

 資料は全体で４枚ございます。一番初めが総括表で、その後に３ページついておりますけれ

ども、それぞれ予算ごとに分けて資料をつけております。 

 まず概要をご説明したいと思いますけれども、いぶき（ＧＯＳＡＴ）、これは現行機でござ

いますけれども、開発・運用、これは環境省と国立環境研究所、それからＪＡＸＡの３者のプ

ロジェクトということでございますが、ＪＡＸＡについては文科省ということで、環境省、文

科省という共同プロジェクトということになっております。 

 そもそもの目的としては、温室効果ガス濃度の全球分布とその時間的変動を観測することに

よって、温室効果ガスの地域ごとの吸・排出量の把握を行って、環境行政へ貢献をするという

ものでございました。 

 一応、今年度、当初予定されたミッション５年間を無事に終了いたしまして、次年度以降、

後期の運用に入っていくということになっておりますので、ＧＯＳＡＴの現行機については一

応の成果を上げているということでございます。 

 引き続き、ＧＯＳＡＴの後継機の開発を今進めております。次のページに進んでいただきま

して、まず全体の概要をここにつけておりますけれども、いぶき観測体制強化といぶき後継機

開発体制整備ということで書いてある資料でございますけれども、後継機につきましては、現

行機の精度をさらに上げまして、より詳細は観測を行っていくということでございますが、期

待される効果としては、これまで亜大陸というふうに言っておりましたけれども、かなり広範

囲の吸・排出量でなければなかなか把握できなかったというところを大都市単位、あるいは国

別のもう少し細かいところで把握していこうということを考えております。特に大都市単位に

ついては、この大都市での吸・排出量を把握するということで、アジア諸国におけるいわゆる

ＪＣＭ、クレジットメカニズムというものを今考えておりますけれども、このＪＣＭ実施の効

果検証にも使おうということを考えております。 

 それから、二酸化炭素の排出削減に加えてブラックカーボン、こういったものも都市単位の

総合的な測定を行って、気候変動対策への貢献をしていこうというふうに考えております。 

 それから、ＲＥＤＤ＋の活動、これにつきましても引き続き検討を進めていこうということ

で、世界の森林の減少・劣化に伴う温室効果ガスの排出の削減に貢献していこうと、こういっ

た全体的な目的を持ってやっております。 
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 その次をめくっていただきまして、これはまた別の予算になるわけですが、先ほどの予算に

つきましては本体部分、それから打ち上げ費用等をこちらの予算で見るということだったんで

すけれども、３枚目のページに書いてございますＧＯＳＡＴ後継機の開発の予算、二国間クレ

ジット制度推進のためのＭＲＶ等に関連する技術高度化事業というものですけれども、こちら

のほうはセンサー部分の開発を主に担当するということで予算を計上しております。 

 イメージのほうをごらんいただきますと、ＧＯＳＡＴ後継機のセンサーにつきましては、フ

リーエ変換分光計とＧＯＳＡＴ雲・エアロゾルセンサー、この２つを搭載するということにな

っております。このフリーエ変換分光計のほうでＣＯ２、吸光度ですけれども、赤外線吸光度

をはかると。エアロゾルセンサーのほうで、こちらの紫外線域になるわけですけれども、こち

らのほうでダスト類をはかるということで、あわせてＣＯ２等の濃度を計測するためのデータ

を把握していくということになります。 

 ちなみにこのエアロゾルのほうでございますけれども、そもそも付随的な機能ということだ

ったんですけれども、今回機能を大幅に向上させるということで、本日の日経の一面にも載っ

ておりましたけれども、大気汚染物質もはかれるということで、場合によってＰＭ2.5といっ

たごく微少なダスト類についても測定をするということで、本来の目的ではないんですけれど

も、場合によってはこういった大気汚染についても貢献ができるのではないかというふうに考

えております。 

 その次のページを見ていただきまして、こちらは衛星本体あるいはセンサーとは関係ござい

ませんが、関連する事業ということで来年度以降進めていこうというふうに考えているもので

ございます。 

 右側のほうを見ていただきまして、イメージと書いておりますけれども、大まかに２つござ

います。１つ目が地上観測データの補完ということで、東南アジア域での地上観測データを取

得するための施設の整備というものを考えております。２つ目として、実際にＧＯＳＡＴをＪ

ＣＭ等で活用する際に、どのように計測をすればいいのかということがございますので、実際

の活用フィールドを設定して、これは今インドネシアとモンゴルを考えておりますけれども、

まずインドネシアでは都市域の地域エネルギー供給システムでの温室効果ガスの削減という事

業を行って、ここでの実際の温室効果ガスの削減というものをＧＯＳＡＴのデータと地上観測

のシステムをあわせて把握していくという、そういうシステム構築をやろうというふうに考え

ております。 

 モンゴルのほうでは、これはどちらかというともともとそういった排出源がないところで、
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これからつくられていくだろうというところでございますけれども、そういったところでなる

べく二酸化炭素を出さない電力、あるいはそういう施設を設置していくことで、実際に増えて

いないということを確認していくということを考えております。 

 ということで、都市域と、どちらかというと農村的なところでの温室効果ガスの把握という

ものをパイロットフィールドを構築してやっていこうということで、新しく26年度から実施と

いうことで予算要求をしております。 

 ＧＯＳＡＴ関連については以上でございます。 

○住座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ご質問、コメント等ございましたら、お願いいたします。 

 よろしいですか。どうぞ。 

○今中構成員 私は46次の南極地域観測隊で参加したのですが、そのときに、日本人の研究者

が一番最初に南極でオゾンホールを発見したと聞きました。ところが、もう一回確かめようと

か、ちょっとこれは本当かなといってもたもたしている間によそに手柄を取られてしまったと

言っていましたので、それはあなた方が問題であって、自信のあるデータなら、はっきり我々

の責任で、この条件ではかったらこんなデータが出たというのをやはりアピールすべきだとい

うことを申し上げたんですが、これだけおもしろいデータを全地球的にやられたとすれば、も

のすごくいい解析をされて、日本の責任で発表されたらいいのではないか、遠慮しないでやっ

てくださいというエンカレッジメントです。 

 以上です。 

○住座長 忠鉢君は僕と同期で気象庁に入ったんですけれども、本人も全然オゾンホールなん

て考えていなかったということがあって、全然別の誤った仮説で彼は観測をしていたというこ

となので、そういう問題も、一応そういうことだと思います。だから、自信がなかったという

わけではなくて、本人は全然それは想定していなかったと。 

 それからもう一つ言うと、イギリスなんかが全部衛星観測でそれをつかんでいたんです。と

ころが、衛星観測で困るのは、測器がだんだん悪くなってきますので、そういうバイアスが出

てくるんです。だから、衛星観測のデータが減っているからといって、本当に減っているかと

いう話があったんです。それが地上観測で、やっぱり減っている、誰かが行ってはかったので、

それならばこうだという話になったんだというのが僕の理解です。だから、別に日本が邪険に

されているわけではなくて、正しくちゃんとやっておけばいいんだと思います。 

 それから、一言ＧＯＳＡＴで言っておきますと、アメリカの衛星が失敗しましたので、日本
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が唯一このデータを出しているという時代になりまして、世界的に見ても非常に進んでおりま

す。ただ、惜しむらくは日本においてこういうことをやるような研究者の層が総体的というか、

絶対的に相当薄いんです。これはやはりＮＡＳＡとＪＡＸＡと比べると全然予算の額が違って

きまして、やはりアメリカのほうが手厚いし、ヨーロッパのほうも手厚いというところがあっ

て、相当なハンデがあるのですが、そこは環境省、文科省を含め、鋭意努力をして頑張ってや

っているというふうに思っております。 

 辻原さん、いいですか。そのほかつけ足すことは。 

○環境省（辻原） ありがとうございます。 

○住座長 沖さん。 

○沖構成員 ＧＯＳＡＴに関しては、私が知っている範囲では、当初打ち上げの前は、本当に

そんなのが出せるのかと懸念する声も大分あったと思うんです。それが実際にこうやって出た

というのは、センサーがきちんとできたのに加えて､ソフトウエアの開発といいますか、モデ

ルとうまく組み合わせるというのがきちんとできたということ、そういうところが何が成功の

原因だったかをきちんと、もう少し威張っていただいて、だとすると、ＣＯ２の分布だけでは

なくてもっとほかの、ここでは次にＰＭ2.5とか書いてありますけれども、同じような赤外の

インフラメトリーを使ってはかれるものとか、そういうものに応用がきかないかとか、そうい

うことをぜひお考えくださいことで。 

○住座長 森口さん。 

○森口構成員 ＧＯＳＡＴ後継で二国間クレジットＪＣＭのＭＲＶにまで使うというのは非常

に意欲的なことだと思うんですけれども、そこだけに絞ってしまうと、日本の手前みそに使う

というふうに見えがちなので、それよりもう一歩手前として、やはり今インベントリーの精度

が非常に悪い途上国の現況のインベントリーとしての精度検証になるんだと、まずそこから言

ったほうが恐らくグローバルには価値としては評価されるんじゃないか。その上で多分もう少

しローカルな大規模排出源を見ていく、そこまでできれば本当に日本にとってのメリットがあ

ると思うんです。やはりグローバルな貢献という意味では、もう一歩手前のところも、しっか

り途上国の現況のインベントリーの精度向上に使えるんだというようなところもできれば言っ

ていただきたいなというふうな気がいたします。 

○住座長 ほかのことで言いますと、割と努力をしてとれるようになったと思います。赤外は

装置の設計上、非常にいろいろな問題があったんですけれども、それも何となく今トライをし

て、いろいろなプロダクトが出始めたというところです。それから、非常に波長帯が細かいで
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すので、画期的な成果も生まれてきつつあります。僕はよく知らなかったのですが、フランホ

ウ波帯というのがあるんですよ。特定のバンドがあって、フランホウ波帯は太陽からの光は来

ないので、何もないところ、そこで植物からの蛍光が出てきていて、それが受かっているんだ

そうです。そういう植物の活性度みたいなものがＧＯＳＡＴではかれるというような研究が出

ていて、植物が発するような蛍光だとめちゃめちゃ薄いですから、そういうのがきちんととれ

るというのは、もちろん足すのですが、ワンショットではとれませんけれども、植物の層、長

いサンプルを集めればというようなことでやっております。例えば何かの同位体ですとか、い

ろいろなそういう波長帯、特別なそういう物質は出していますし、水蒸気なんかも結構出せる

ので、そういうさまざまなプロダクトはこれからも出てくるんだろうと思います。 

 それから、ＭＲＶと書いてあるのは、一方で出口をちゃんとしないと金をつけてあげないよ

という人がどこかにいるものですから、やはりそれもやらなければならないので、もちろん当

然その前からいろいろな意味で使っていくと思います。大きな意味でいけば炭素循環の解明と

いうのをやっていくことになっていると思います。 

 辻原さん、いいですか。 

○環境省（辻原） ありがとうございます。やはり先生おっしゃるように、予算どりのために

はもう少し実用というのを強調してくれという声もありましたので、そういった観点でＪＣＭ

というものが入っておりますけれども、もともと全球の監視とか科学の発展ということがござ

いますので、そういった点も忘れないようにしてやっていきたいと思っておりますし、インベ

ントリーの構築というのがやはり途上国はまだまだということもあり、20年以降、新しい枠組

みもできれば、恐らく途上国も何らかの義務を負うということだと思いますので、インベント

リーについてはより一層重要性が増すということですので、そういった方面でも活用していき

たいというふうに思っております。 

○大矢構成員 ２点ほど、せっかく民間から構成員として来ていますので、よく我々は経営層

に、その数値目標は何なんだとよく怒られることがありまして、ちょっと似たようなお話をさ

せていただきます。 

 例えば先ほどから精度向上とか、こういうことをはかっていきたいというふうに、これは書

類ですので、こういうふうにしか書けないのかなという点はあるかと思うんですけれども、具

体的に数値目標みたいなものは、その辺はお持ちだと考えてよろしいんですね。 

○住座長 はい。 

○大矢構成員 あと２点目なんですけれども、インドネシアとかモンゴルとかという具体的な
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地域が出ているんですけれども、そういうところとの地域の自治体なり政府なりといったとこ

ろとの接触、関係、あるいはこのデータをこういうふうに使いましょう、あるいは施策にこう

いうふうに活かしましょうというようなお話までされているのかどうかということを教えてい

ただけませんか。 

○住座長 それは、辻原さん。 

○環境省（辻原） このインドネシアとモンゴルというのは実際に研究者ベースで話が進んで

いるところがございまして、それをサポートするという形でやっておりますので、現地とも十

分話は進んでいるという状況でございます。 

○住座長 伝統的にインドネシアとモンゴルは非常に日本とは関係が深いところでありますの

で、着々とそれはやっていると思います。 

 よろしいでしょうか。ほかに何か。 

 それでは、あと一言だけつけ加えておきますと、こういう衛星ビジネスはどういうふうにや

っているかというと、世界中の研究者に対して、こういうデータが出るからどういう研究をし

たいかという研究提案をどうするか集めて、そう大きくはないんですが、そういうのに研究費

をつけていろいろやるということをずっとやっています。それはほとんどＮＡＳＡがずっとや

ってきたんですが、日本の地球観測ではおよそＡＤＥＯＳが98年に上がったんですが、それく

らいからやっと日本が、まずＮＡＳＤＡの時代に始めて、環境省もそれをやっています。とこ

ろが、そういうことに関するマネジメントのノウハウがまだそれほど蓄積されているわけでは

なくて、現実的には非常に大変な部分はあるんですが、そういうような形でもそれなりに国際

的にもアピールするような形で着々と実績を積み上げているんだということだけはご理解いた

だければと思います。 

 それでは、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 では、これで地球観測のほうは終わりまして、続いて革新的地球環境研究をレビューしたい

と思います。 

 文部科学省施策革新的地球環境研究の推進について、文部科学省研究開発局環境エネルギー

課、木下推進官にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○文部科学省（木下） ありがとうございます。文部科学省環境エネルギー課の木下でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。 

 表紙をめくっていただきまして、２ページ目ですけれども、当課では幾つかの事業を組み合
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わせまして、気候変動等の地球環境問題の対応のための研究開発というのを推進してございま

す。具体的には、気候変動による自然災害リスクの増大など、地球環境が直面する複雑な諸課

題に対応するため、現状の把握であるとか、将来の異常気象等の予測精度の向上等に貢献する

ということで、これらの施策を基礎研究のほうから、さらには社会実装を目指した研究まで、

一連の流れで展開をしているということでございます。本日ご紹介させていただきますのは、

こちらにあります気候変動リスク情報創生プログラム、気候変動適応研究推進プログラム

（RECCA）、地球環境情報統融合プログラム（DIAS-P）、そして、ＧＲＥＮE環境情報分野の、

この４点でございます。それぞれにつきましては、次のページから個々にご説明をさせていた

だきたいと思います。 

 まず、気候変動リスク情報創生プログラムでございますけれども、こちらは気候変動予測の

高度化及び気候変動から生じるリスクの管理に対して基盤的な情報を提供するということを目

的に進めております。 

 研究内容はこちらに書いてございますけれども、将来予測を行いまして、例えば温暖化がさ

らに進むのであれば、台風が強大になっていくのかといったような、そういう課題対応型の精

密な影響評価まで行い、気候変動リスクに関する基盤情報を作り出すことを実施しております。 

 こちらの成果につきましては、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）への貢献である

とか、それから、この後、紹介いたしますような適応研究においてその成果を活用していくと。

こういった形で利用しております。 

 次の４ページ目につきましては、この気候変動リスク情報創生プログラムの以前から気候変

動予測に関する研究開発を進めておりまして、その成果がどのように出て、そして、国際社会

に貢献してきたかというのをまとめさせていただいております。2002年から始まっております

けれども、その成果は下の欄のＩＰＣＣ第4次評価報告書（ＡＲ４）であるとか、それから、

昨年の９月に出された第５次評価報告書（ＡＲ５）の報告書にも貢献をしているということを

ご説明させていただいております。 

 現在進めております気候変動リスク情報創生プログラムにつきましては、例えばＡＲ５でま

だ十分解明がされなかったような問題について取り組んでいます。具体的な例示としては、近

年の地球温暖化の停滞（ハイエイタス）の現象の解明に向けた取り組みとかでございまして、

こういったものも今、このプログラムの中で実施しております。このような形で国際社会に貢

献しているところでございます。 

 次が５ページ目ですけれども、気候変動適応研究推進プログラム、通称ＲＥＣＣＡと呼んで
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いるプログラムでございます。こちらは先ほどのような将来予測を全球規模ではなくて、それ

を地域、自治体レベルの対策に生かしてもらうための研究開発を進めております。具体的には、

その全球規模のものを地域規模にまで予測ができるようなダウンスケーリング手法の開発であ

るとか、幾つかの観測データと組み合わせていくようなデータ同化技術の開発、こういったも

のを進めておりまして、例えばということで、右側に幾つかの成果を記載させていただいてお

ります。 

 例えば、近未来予測をするということで、富山県の積雪量の変化、それによって融雪期が変

わってくるということで、河川流量がどう変わっていくのか、それが農作物の、田植えの時期

とかにどのように影響があるのかといったようなものを富山県の方と一緒に研究をさせていた

だいているであるとか、また、一番下のものですと、例えばアカイカというイカの漁に気候変

動がどのように影響するのか、そして、どのようにして効率的に水産業を推進できるのかとい

うことで、研究を地元の漁協等と進めているところでございます。 

 ページをめくりまして６ページ目ですけれども、次は地球環境情報等融合プログラム、通称

ＤＩＡＳ－Ｐと呼んでいるものです。こちらは先ほどのような研究であるとか、それ以前に行

われている地球観測、さまざまな観測データ、それから、先ほどのプログラムで紹介したよう

な予測データ、それに社会経済データを統融合することによって、新たな情報を生み出す。そ

して、またこういったデータをアーカイブすることによって、地球環境情報の世界的なハブと

いうことを目指して構築を進めているものです。 

 それから、下に大学発グリーンイノベーション創出事業ＧＲＥＮＥ環境情報分野というのが

ございますけれども、こちらは、データ結合・解析システム（ＤＩＡＳ）に対して、幾つかの

研究分野を例示いたしまして、研究を行いまして、ＤＩＡＳのアーカイブを増やしていくと。

そして、利用分野を拡大していくということで進めております。農業、炭素循環、生物多様性、

都市計画、健康、水といったような分野で、地球環境の環境情報の取得と利用にかかわる研究

開発、それから人材育成を進めているというところでございます。 

 ７ページ目は、このＤＩＡＳの開発状況、これも平成18年から進めておりますので、それの

これまでの経緯を簡単にご紹介をさせていただいております。18年から22年にかけては、プロ

トタイプをつくって開発をしたというところでございまして、それを実用化に向けて加速する

ということで、23年度から現在の開発を進めているというところでございます。 

 左下のほうに、ＤＩＡＳの保有データ量の推移であるとか、世界的に地球観測情報を共有し

ていこうという国際的な取組みである全球地球観測システム（ＧＥＯＳＳ）の情報ハブとＤＩ

 －35－ 



ＡＳが接続され、世界でこの地球環境情報が幅広く使われて、貢献しているということをご紹

介させていただいております。 

 それから、右下のほうには、そのＤＩＡＳのアーカイブを増やしていくということで、ＧＲ

ＥＮＥ環境情報分野としてどういった研究を行っているかということで、幾つかご紹介をさせ

ていただいております。例えば持続可能な都市・地域計画策定のための基礎情報であるとか、

それから、森林火災に伴う温暖化ガスの排出量の定量化といったもので、現地の、例えばイン

ドネシアとボルネオ等の泥炭地における森林火災の影響評価なども行っているということでご

ざいます。 

 最後のページですけれども、これらの事業を当課としては一体的に推進していこうと考えて

おりますけれども、今後、どういった点に注力して進めていこうかということを書かせていた

だいております。４点ございます。 

 １つ目は、気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）へのさらなる貢献と我が国のプレゼ

ンスの向上の実現を図っていきたいと思っております。 

 また、２つ目ですけれども、ＲＥＣＣＡで培ってきたようなダウンスケーリング技術、デー

タ同化手法の精緻化、汎用化における自治体における適応策立案に向けた基盤情報の整備を促

進できるようにしたいと考えております。 

 また、３点目は地球環境研究のハブとして、ＤＩＡＳの長期安定的運用の確立と利用しやす

い環境の整備に向けて取り組んでまいりたいと思っています。 

 最後ですけれども、地球環境研究に関する国際的枠組み（フューチャー・アース構想）を踏

まえまして、省庁連携、産学連携による出口志向研究開発の強化、そういったものも意識して

今後進めてまいりたいと思っております。 

 説明は以上です。 

○住座長 ありがとうございました。 

 では、これについてご質問、コメント等、ございましたら、よろしくお願いをいたしたいと

思います。 

 では、安井先生。 

○安井構成員 今、文部科学省の環境・エネルギー分科会の座長でございますので、少し申し

上げますが、幾つかこういうふうに総体的にというか、総合的に今いろいろ動いているわけで

ございますが、一つはＲＥＣＣＡと言われているものが間もなく終わってしまいます。それで、

気候変動リスク情報創生プログラムのほうは始まったばかりといっても、５年ですから、真ん

 －36－ 



中ぐらいに来てしまいますけれども、このＲＥＣＣＡというのは本当に地方自治体と一緒にや

っていたような、実用面でいかにこういった情報を使うかという、そういうようなものでござ

いましたが、この部分は確かにいろいろとやってみて、技術もできたんですけれども、本当言

うと、やはりこのあたりも文部科学省単独ではなくて、例えばＪＣＭの２国間クレジットの調

印国あたりには、そういう自国の排出量削減に合わせて、やはりダウンスケーリングをやって、

それでリスク情報をつくってもらうようなキャパシティ・ビルディングなんかも本当は助けな

ければいけないのかなというような気がするんです。そういうような方向に行くと、ＤＩＡＳ

というものもかなり生きてくるのではないかなと。だから、日本にいなくても、多分、ＤＩＡ

Ｓって、でもネットが遅いとどうしようもないかな、やっぱり日本に来ないとだめかもしれま

せんが、日本に来て、それでそういうダウンスケーリングができるような人材というものをつ

くってくと、多分、今までの日本が蓄積していた地球環境に関する研究成果等のデータは国際

社会で有用に使えるようになるのではないかなんていうような気がしながら見ておる次第でご

ざいます。 

 気候変動リスク情報創生プログラムのほうは、そこにはハイエイタス、要するにここのとこ

ろ温度が上がっていない理由は海洋にエネルギーが行っているからだという、そういうことが

出ておりますが、それだけではなく、これは気象庁あたりとは多分連携しているはずで、実態

を余りよく知らないんですが、最近ブロッキング高気圧というのが新聞にも出てくるようにな

りましたが、今年の冬、東京に２回雪が降ったのも、ブロッキング高気圧のせいなので、ブロ

ッキング高気圧というのが気候変動の一つのパターンであるということがもうかなり明らかに

なったのかなというところまで来ている。 

○住座長 そうでなくても昔からブロッキングでどんどん起きていますよね。 

○安井構成員 気象庁はでも、そんなことを発表していますよね。そういうようなことになっ

ていて、それでいろいろな意味でリスク情報ができているのではないかなというような気がし

ております。いずれにしても、そこそこのお金をかけてやっていることでございますから、ま

すますユーザーが増えて、いろいろなところに貢献ができるといいなと、普段から考えている

次第でございます。 

○住座長 はい、どうも。 

 そのほかよろしいですか。 

 では、もし今の安井先生のあれで何か返答があれば。 

○文部科学省（木下） ありがとうございます。まさに安井先生からご指摘のあったようなと
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ころは、我々も今後より意識して進めてまいりたいと思っておりますので、ぜひ様々ご助言を

いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

○住座長 どうぞ、では沖君。 

○沖構成員 ＤＩＡＳのような地球環境情報データベースは非常に重要だと思うのですが、例

えば今ご紹介いただいた、ＤＩＡＳを含めて４つの、ほかのＤＩＡＳ以外のプロジェクトの

方々の何割ぐらいがＤＩＡＳを実際に使っていらっしゃるのかということを考えたときに、そ

れはＤＩＡＳが使いにくいというよりは、私の認識では、やはり環境情報をユーザーに合わせ

て使いやすくしていくということができるＩＣＴ研究者がなかなか育たないということなので

はないかなというふうに認識しております。ということは、ＧＲＥＮＥのところに書いてある

ような、６ページの人材育成を推進するというのが、人材育成は大体内閣府だといつも最後に

出てくるのですが、それをおまけに、飾りにしないで、実質的に進めるような施策をやはり考

えていただかないと、箱ものはいいのだけれども、京の話を聞いたときに、やはりかなりソフ

トウエアの人材開発に注力されているというのがわかったので、そういう意味では、地球環境

情報に関しても、箱も大事だけれども、それを支えてユーザーをつなぐ人材をちゃんと育てて、

供給していくような体制を内閣府として推していただいたらいいのではないかなと思います。 

○住座長 どうぞ。 

○文部科学省（木下） ありがとうございます。まさに利用者を増やしていく、そしてこの社

会の基盤としていくというのが、我々に課された役割だと思っておりますので、今いただいた

ご指摘も踏まえて、今後取り組んでまいりたいと思います。 

○住座長 そのほかよろしいでしょうか。 

 適応みたいなところは、やたら国内に限るという話が多いんですね。それは財務の体質と言

ったら悪いけれども、要するに日本が何でほかの国のことまで税金を使ってやらなければいけ

ない気はするのですが、環境省の研究でも国内とか、そういうタグがぱっとはまるんですね。

だから、これだけ国際化して、海外のことも自分たちの生活に影響しているにかかわらず、何

か海外のことをやるのは援助なんですとか、そういう変な線引きを結構しているような気が、

僕はしないでもないんだけれども、多分それは伝統的な思考法なのではないのかなと思います。 

○文部科学省（木下）まずは日本国内でプロトタイプをやってみると。その内容をふまえつつ、

海外に広げていくというのが重要なのかなと思っております。 

 ただ、必ずしも日本国内だけに限定しているわけではございませんで、ＧＲＥＮＥのほうで

すと、７ページの例でもご紹介いたしましたように、観測地点を東南アジアの泥炭地にしてい
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るとか、農業ですとベトナムなどといった地域にもして進めておりますので、バランスを見て、

それから、その目的、どういった課題を克服しようとしているのか、そういったことを考えな

がら、この研究計画を立てていきたいというふうに考えております。 

○住座長 では時間が参りましたので、この辺で終わりにしたいと思います。先ほどの課題も

そうなんですが、それぞれ皆さん、今の話を聞きながら、ご意見、施策を推進するための助言

を出していただきたいと思います。助言の取りまとめに当たっては、評価目線、何々すべき、

明確ではない、説明を求めるというようなことではなくて、その施策に足りていないと考えら

れるところを、よりよくするための具体的な方策を構成員の皆様方からの提案ベースで補って

いただきたいと考えています。これによって各府省も交えたワーキンググループ全体で、より

よいものにつくり上げていく形をとっていきたいと考えています。ということで、意見を次の

第３回のワーキンググループまでに事務局で取りまとめて、ご報告したいと思います。 

 取りまとめに当たっては、安井構成員と相談の上、進めていただく予定でございますので、

ご了承いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで安井先生、この２

つの課題は安井先生には責任もありますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、続きまして、次の水質事故に備えた危機・リスク管理をレビューしたいと思いま

す。環境施策、水質事故に備えた危機・リスク管理の推進について、環境省水・大気局水環境

課安田課長補佐のほうから説明をお願いしたいと思います。 

○環境省（安田） よろしくお願いします。環境省水・大気環境局水環境課の安田と申します。 

 それでは、資料３－４に基づいて説明させていただきます。１枚めくっていただきまして、

まず平成24年にありました、利根川水系におけるヘキサメチレンテトラミンによる水質事故に

ついて、概要を説明させていただきたいと思います。 

 この事故については、皆様ご記憶に新しいかと思うんですけれども、平成24年５月に各地の

浄水場で高濃度のホルムアルデヒドが検出されて、広範囲にわたって長時間断水し、36万戸、

87万人に影響を及ぼすという事態になっております。この事故の経緯なんですけれども、まず

原因となった物質のヘキサメチレンテトラミンなんですが、この物質自体は毒性は低く、事故

当時は有害物質だとは認識されていなかったということがあります。ところが、ヘキサメチレ

ンテトラミンは浄水場で塩素処理されることによって、有害物質であるホルムアルデヒドに変

化するということがありまして、それがこの事故につながっております。 

 それで、地図の中を見ていただきたいんですけれども、利根川の上流のほうにオレンジ色の

ところに化学メーカーがありますが、ここが今回の発生者でありまして、ここが赤いところ、
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群馬県にある産業廃棄物処理業者に処理委託をしまして、ここでヘキサメチレンテトラミンを

出しているんですけれども、これが有害物質であるという認識がなかったこともありまして、

これが含まれているということが産廃処理業者に伝わっていなかったと。その産廃処理業者は

中和処理をする委託を受けていたので、中和処理だけして、そのまま流してしまったと。それ

が利根川の下流のほうの各地の浄水場に行って、そこで塩素処理の過程で反応して、副生成物

としてホルムアルデヒドが発生してしまったと。それによって今回の事故になっております。 

 次のページに行っていただきまして、今回の事故を受けまして、環境省のほうでは利根川水

系における取水障害に関する今後の措置に関する検討会というものが行われまして、平成24年

８月には、中間取りまとめが出されております。それがこの７項目になりますが、まず、当面

対応すべき事項として４項目、今後検討すベき事項として３項目が挙げられています。順番に

説明しますと、まず、当面対応すべき事項の１つ目に、ヘキサメチレンテトラミンを水質汚濁

防止法上の指定物質に追加するということです。この指定物質に追加することで、事故などに

より公共用水域に排出された場合に、排出事業者において応急の措置が講じられるとともに、

都道府県に報告が行われることになりますので、これによって同様の事案が発生した場合にも

迅速な対応が可能となります。 

 また、これに指定することによって、事業者に対して注意喚起をして、それによって再発防

止ができるというような効果も期待されます。 

 ２つ目に、排水処理時の留意事項の周知ということで、これは事業者が排出するときに、利

水障害が生じるおそれがない排出水の濃度について周知する必要があるということで、ホルム

アルデヒド生成能0.8mg/L、これはホルムアルデヒドの水道水質基準が0.08mg/Lですので、こ

れが希釈されることを想定して、10倍として示しております。 

 あと３番目に、要調査項目への追加ということで、これも水質汚濁法で要調査項目に追加す

ることで、環境中のヘキサメチレンテトラミンの濃度を定期的に把握するということです。 

 ４番目になりますが、廃液の処理委託における情報提供の徹底ということで、業者に廃液の

処理を委託する場合に適切に処理が行われるようにＷＤＳガイドライン、ＷＤＳというのは廃

棄物データシートのことですが、そのガイドラインを活用するということが挙げられています。 

 また、今後検討すべき事項として、⑤番で、今回ヘキサメチレンテトラミンが出てきました

けれども、これ以外にも同様な、例えば塩素消毒によって、有害な副生生物が発生するような

物質はほかにもあるのではないかということで、まずは浄水処理に伴って、ホルムアルデヒド

等が生成する可能性がある物質の抽出というものを行うと。 
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 また、それらの物質の環境中の関連物質の濃度を把握する。公共用水域の排出状況の把握を

する。その他知見の集積を図るといったことが挙げられています。 

 ６番目に、ＷＤＳガイドラインの見直しというのが挙げられています。 

 ７番目に、自主的な排水管理の促進ということで、基準になっていないようなさまざまな物

質を扱っている事業者が、自主的な排水管理を行っていくための濃度の目安ですとか、適切な

管理を促進するためにどうするかということを今後検討すべきであるということが挙げられて

おります。 

 これに基づきまして、その行った対応ですけれども、次のページに行きまして、まず１番に

つきましては、ヘキサメチレンテトラミンを指定物質に追加ということで、これは平成24年10

月１日に水質汚濁防止法の施行令を改正しております。２番目については、水・環境課長の通

知ということで、ヘキサメチレンテトラミンの排出に係る適正な管理の推進についてというこ

とで、ホルムアルデヒド生成能0.8mg/Lというのを周知しております。 

 あと３番目に、要調査項目への追加というのは、これは追加自体はまだ行っていないのです

が、まず、ヘキサメチレンテトラミン自体の測定方法自体が確立していないという問題があり

ましたので、平成24年度に水質分析法の検討を行っております。 

 また、存在状況の調査ということで、平成24年度から行っております。あと廃液の処理委託

における情報提供の徹底というのは、こちらは環境省の廃棄物担当の部局になりますが、こち

らも通知を出しているというところです。 

 ５番目のヘキサメチレンテトラミン以外の物質に関する検討ということで、まず、厚労省の

ほうでも検討会を行っていまして、浄水処理に伴ってホルムアルデヒド等が生成する可能性が

ある物質を抽出しております。 

 それで、その環境中の関連物質の濃度の把握ということで、24年度から要調査項目調査の中

で一緒に調査を行ったりですとか、あとは水質分析法の検討ですとか、そういったことを行っ

ているところです。 

 あと公共用水域の排出状況への把握というのは、来年度以降、ヘキサメチレンテトラミンは

今年度行っていますので、来年度以降、それ以外の物質を行っていきます。 

 あと６番のＷＤＳガイドラインの見直しについては、これも廃棄物の担当部署のほうでガイ

ドラインを改訂しております。 

 あと７番の自主的な排水管理は今年度以降検討していくということになっております。 

 次のページに行っていただきまして、今年度の調査検討の概要ということで、ちょっと細か
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い話かもしれませんけれども、今年度行っている内容としまして、ちょっと今、話した内容と

ちょっと重なることもありますが、排出実態調査としましては、事業者におけるヘキサメチレ

ンテトラミンの排出実態の調査を行っています。 

 また、存在状況調査ということで、ヘキサメチレンテトラミンを含む３物質についての環境

中での存在状況を全国の河川水で分析をしております。また、水質公定法の検討ということで、

ホルムアルデヒド生成能を持つ成分を測定する方法の検討を行っています。 

 この結果を踏まえまして、３月、来月になるんですけれども、水環境におけるリスク管理に

関する検討会というものを行いまして、この中で、リスク関係の見逃されている大きな環境リ

スクを抽出したりですとか、優先的に検討するべきリスクを抽出したりですとか、あとはリス

ク管理に係るガイドラインのあり方の検討といったことを行いまして、化学物質によるリスク

管理について、今後、議論して整理をしていきたいというふうに考えているところです。 

 最後のページは来年度以降に検討するべき項目ですけれども、これまでに申し上げたような

ことを引き続き進めていきたいというふうに考えているところです。 

 説明については以上となります。 

○住座長 ありがとうございました。 

 それでは、今のご説明に関して、ご質問もしくはご意見等がございましたら。 

○安井構成員 議論をいろいろ厚労省、環境省、されているようでございますけれども、この

問題は変な問題で、大体事業者が情報を何も言わないで渡してしまったとか、それから、受け

取ったほうも勝手に判断して、あれはたしか60トンだったと思いますけれども、一気に川に流

してしまった。そんなことが、どういうふうに議論されたのか、それがまず質問です。 

 それからあと、確かに規制されていなければ流していいのかという問題ですよね。それから

もう一つ根本的な問題というのは、ヘキサメチレン、この問題でホルムアルデヒドが問題にな

ったんですけれども、日本のホルムアルデヒドの水道中の規制というのは、ＷＨＯの推奨値の

11倍厳しいんですよ。だから、ＷＨＯは0.9mg/L。そういうことに関して何か、これは日本の

水道法というのは、とにかく基準を超えてしまうと、止めなくてはいけない。止めてしまうと、

給水車が来て、それで水をもらわなければいけない。だけれども、本当に問題なのは、やっぱ

り飲むことですよね。だから、飲み水ぐらいどうにでもなる国で、それを止めることが本当に

いいのかという、そういう話も本来はある。そういうことが議論されたかどうか。 

 以上、２点。 

○環境省（安田） どうもありがとうございます。私もちょっと最近この件に担当になったも
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ので、ちょっと過去の経緯を十分知らないところもあるんですが、まず、こんな物質を60トン

も流してということなんですが、これは本当に非常に重要な問題だと思いまして、一方でやは

り、さまざまな物質を使っている中で、十分把握できていない、有害とされていない物質の扱

いをどうするかというのは、また非常に難しい問題だと思いますので、ちょっとこういうこと

はまた今後議論していきたいと思います。 

 あとホルムアルデヒドの基準が非常に厳しく、本当に止めるのがいいのかという議論なんで

すけれども、こういう議論は確かにあったというふうに聞いておりまして、止めるという判断

は結局、適切ではなかったのではないかとか、そういった意見は出ていたようです。 

 以上です。 

○安井構成員 ということは水道法を改正しないといけない。 

○環境省（安田） すみません、水道法の話はちょっと私から何とも申し上げられないところ

があるんですけれども。 

○住座長 そのほか。 

 どうぞ。 

○今村構成員 これはＰＲＴＲ制度の対象物質でしょう。対象の指定物質ですよね。そうする

と、それから廃棄物で行ったところはつかまえられるわけですよね。ＰＲＴＲ物質の第一種の

指定物質なので、それで工場も当然、多分報告しているし、どのぐらい使っているかをやって

いるし、どこに捨てたかもわかっているわけですよね。それから、その情報から推計を流すと

いうのは、何ら市役所とか、そういう監督・監視には行かないわけね。ＰＲＴＲ制度とそれが

何の関係もないわけね。そういうのがまずいのではないんですか。 

○環境省（安田） ご指摘ありがとうございます。確かにおっしゃるとおりだと思うのですが、

それがやっぱり有害物質と認識されなかったので、そこまで規制することができなかったとい

うところだと思います。 

○今村構成員 基本的には有害だと思うんですが。 

○住座長 そのほか。 

○森口構成員 多分、この個別の物質の話はもちろんいろいろ議論があると思うんですが、ま

さに今のやりとりにこの問題の本質が多分あって、正直に最近担当になったばかりなのでとお

っしゃっていただきましたし、水道のことはという話もありましたし、ＰＲＴＲはという話も、

全部担当が違うんですよね、私、全部にかかわっていますけれども。ですから、総合科学技術

会議で一元的にやるといっても、実は霞が関の体制は一元的になっていないわけです。断片的
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にそれぞれの所管のところで粛々と制度を運用しておられるので、皆さん、決して間違ったこ

とはされていないんですね。官僚としてののりを超えてはおられないんですけれども、官僚と

してののりを超えない範囲で仕事をすると、こういうことが起こってしまうという問題として

この問題は私は捉えるべきだと思っておりまして、そういうことをどうやって専門家がバック

アップしていけるのかという体制を、総合科学技術会議ではぜひ議論していただきたい。この

問題に関して何か犯人捜しをしてもしようがないんですね。何でこういうことが起きてしまう

かということをちゃんと見なければいけないはずで、そういう意味では、ホルムアルデヒド生

成能を持つ成分をという話だけでは多分不十分で、非意図的生成がどういうことで起きるかと

いうことを、ちゃんとこれを一つの契機としてやらないとだめなんだと思いますので、ちょっ

とそのあたりはぜひお考えいただきたいと思います。 

○住座長 ちょっと聞きたいんですが、この中に厚生省が入っていますよね。それで施策の中

で、連携省庁になっていないのはなぜなんですか。。 

○岩崎参事官 ＣＳＴＰ側から答えることで正しいかどうかあれなんですけれども、これはア

クションプラン対象施策、すなわち総合科学技術会議の科学技術としての施策で提案が上がっ

てきておりますので、そういった関係で、規制だとかそういうことで入っていなかったんだと

思います。 

○住座長 縦割り問題は非常にいろいろなことがあると思いますので、それも考えていけばと

思います。 

 そのほか何かございますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、そろそろ時間が参りましたので、これに関しても同じようにご意見等を提出いた

だければと思います。それで、取りまとめは、これは大矢さんにお願いをしたいと思いますの

で、よろしいですか。ではよろしくお願いいたします。 

○大矢構成員 非常に重たそうですね。 

○住座長 いえいえ。そういうことで、よりできる限り建設的な意見をお願いしたいというこ

とですので。 

 それでは、時間も過ぎてまいりましたので、このあたりで施策レビューを終わりにしたいと

思います。 

 それでは最後に事務局に連絡事項等をお願いいたします。 

○岩崎参事官 本日は通常より30分長い２時間半という長時間にわたりまして、活発なご議論

をいただきまして、まことにありがとうございました。幾つかお願いを申し上げます。 
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 本日の議題の１の基本計画のレビューについてに関しましては、後ほど事務局から、毎回宿

題を出させていただいて申しわけございませんけれども、ご意見をいただけますようにご連絡

差し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、今、行いました議題３のアクションプランのレビューに関しても、これも後ほど

事務局から改めてご連絡差し上げますが、１週間程度をめどに事務局までご意見をいただけれ

ばと思います。これにつきましては、安井先生、大矢先生にご相談の上、取りまとめて、次回

のワーキンググループでご報告したいと考えております。次回のワーキンググループでは、改

めて構成員の先生方に加えて関係府省の方とともに議論していきたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。 

 それから、次回ですけれども、３月28日金曜日、13時から予定しております。この建物の４

階共用第２特別会議室を予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○住座長 それでは、どうも長時間ありがとうございます。 

 これで閉会としたいと思います。どうもありがとうございました。 

午後 ６時２８分 開会 
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